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１ 介護保険法の改正による権限移譲 

 

（１） 権限移譲の経緯 

平成２６年６月２５日に公布された地域における医療及び介護の総合的な確保を推

進するための関係法律の整備等に関する法律（医療介護総合確保推進法）の施行に伴う

介護保険法の改正によって、指定居宅介護支援事業者の指定等の権限が、都道府県から

市町村へ移譲されることとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 権限移譲の目的 

保険者機能の強化の観点からの移譲されるものである。 

 具体的には、自立支援に資するケアマネジメントや医療との連携・他職種協働を推進

していくためには、介護支援専門員自身が資質向上に取り組むとともに、自立支援に資

するケアマネジメントに取り組める環境整備を推進することが重要であること、また、

医療や生活支援ニーズが高い高齢者や認知症を有する高齢者などが増加していく中で、

地域包括ケアシステム構築を推進する市町村が、高齢者の自立支援に向け重要な役割を

担う居宅介護支援事業所の介護支援専門員と積極的に関わり、高齢者のニーズや地域課

題の把握を幅広く行うとともに、ケアマネジメントに対する理解を高めていくことが必

要であること踏まえ、平成２６年の介護保険法改正において、保険者機能の強化という

観点から市町村による介護支援専門員の支援を充実することを目的として居宅介護支

援事業所の指定権限を都道府県から市町村に移譲（指定都市及び中核市については大都

市等の特例により既に移譲済み）し、平成３０年４月に施行されることとなった。 

 

（３） その他（介護支援専門員に対する指導権限の移譲） 

指定居宅介護支援事業者の指定権限について、県から市へ移譲されるものであり、介

護支援専門員に対する指導権限は、現行どおり県が担うこととなります。ただし、介護

支援専門員が業務を行う地の都道府県が有する介護支援専門員に対する報告の求め、指

示・研修受講命令及び業務禁止に係る指導権限は平成３０年４月１日から指定都市に移

譲されます。※指定都市を有していない長崎県は対象外となります。 

＜平成２９年度まで＞ ＜平成３０年４月以降＞ 

指定効力停止 

指定取消 等 

市町村 

指定 

助言 

援助 

居宅介護支援 

事業所 

都道府県 

指定都市 

中核市 

助言等 

指定効力停止 

指定取消 等 

居宅介護支援 

事業所 

都道府県 

指定都市 

中核市 

指定 

指導・監査 

市町村 

指導・監査 
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２ 指定居宅介護支援事業者の指定・指定更新の手続き 

 

（１） 指定申請 

指定申請書類を受理した月の翌々月１日に指定を行うこととします。 

指定申請書類の受理とは、当該申請に必要な書類に不備不足がない場合をいい、指定

は指定基準の充足が確実に見込まれる場合に行われるものです。 

新たに指定申請を希望される法人は本市長寿介護課へご相談頂くことになります。 

 

・介護保険法 関係条文抜粋（第４６条第１項、第７９条第１項～第３項） 

（居宅介護サービス計画費の支給） 

第４６条 市町村は、居宅要介護被保険者が、当該市町村の長又は他の市町村の長

が指定する者（以下「指定居宅介護支援事業者」という。）から当該指定に係る居

宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援（以下「指定居宅介護

支援」という。）を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅

介護支援に要した費用について、居宅介護サービス計画費を支給する。 

２～８ 略 

（指定居宅介護支援事業者の指定） 

第７９条 第４６条第１項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅介

護支援事業を行う者の申請により、居宅介護支援事業を行う事業所（以下この節

において単に「事業所」という。）ごとに行う。 

２ 市町村長は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当す

るときは、第４６条第１項の指定をしてはならない。 

一 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。 

二 当該申請に係る事業所の介護支援専門員の人員が、第８１条第１項の市町村

の条例で定める員数を満たしていないとき。 

三 申請者が、第８１条第２項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関す

る基準に従って適正な居宅介護支援事業の運営をすることができないと認めら

れるとき。 

三の二～九 略 

３ 市町村が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準

に従い定めるものとする。 

 

（２） 指定更新申請 

指定居宅介護支援事業者について、６年ごとに指定の更新が必要となります。 

指定の更新を行わない場合、指定の有効期間の満了に伴い、指定の効力を失い、介護

保険給付の代理受領ができなくなりますのでご注意ください。 

① 指定の有効期間について 

指定の有効期間は、指定日（前回更新日）から６年間となります。 

例えば、平成３０年４月１日の指定を受けた事業所の場合、有効期間は平成３６年３

月３１日が満了日となり、平成３６年４月１日が指定の更新日となります。 

② 指定更新手続きについて 

指定の有効期間満了日が近づく指定事業者に対しては、指定の有効期間満了日前に、

電子メール配信により手続きについてお知らせいたします。提出期限を厳守して余裕を

もって申請してください。 
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③ その他注意事項 

休止中の事業所が指定の更新を行う場合は、事業の再開届出書と併せて指定更新申請

書類の提出が必要となりますので、ご留意ください。当該の手続きが行われない場合は、

指定事業者としての効力を失うこととなります。 

 

・介護保険法 関係条文抜粋（第７９条の２第１項～第４項） 

（指定の更新） 

第７９条の２ 第４６条第１項の指定は、６年ごとにその更新を受けなければ、そ

の期間の経過によって、その効力を失う。 

２ 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間（以下この条において「指

定の有効期間」という。）の満了の日までにその申請に対する処分がされないとき

は、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、な

おその効力を有する。 

３ 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従

前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 

４ 前条の規定は、第１項の指定の更新について準用する。 

 

（３） 申請様式 

市ホームページへの掲載を予定しています。 

これまでの県の様式とは異なりますのでご注意ください。 

なお、市ホームページに掲載した際には電子メールにより配信することとします。 

 

３ 指定内容の変更・休止・廃止届出 

 

（１） 変更届出 

指定内容について、事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令（介護保険法施行規

則）で定める事項に変更があった場合は、その変更があった日から１０日以内にその旨

を本市の所定様式により届け出る必要があります。 

 

○ 留意事項 

・ 運営規定に記載すべき介護支援専門員の員数は、変更がある都度届け出ていただ

く必要があります。 

・ 次の介護保険法令に基づく届出義務を原則とします。 

 

・介護保険法 関係条文抜粋（第８２条第１項） 

（変更の届出等） 

第８２条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地そ

の他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定居宅

介護支援の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、１０日

以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

２ 略 
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・指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項等 

① 事業所の名称及び所在地 

② 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、

住所及び職名 

③ 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等 

④ 事業所の平面図 

⑤ 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴 

⑥ 運営規程 

⑦ 当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス計画費の請求に関する事項 

⑧ 役員の氏名、生年月日及び住所 

⑨ 介護支援専門員の氏名及びその登録番号 

⑩ その他の事項（電話番号・FAX 番号等） 

 

 

（２） 休止・廃止届出 

事業所が当該事業を廃止・休止しようとするときは、その廃止・休止する日の１月前

までに、廃止・休止しようとする年月日、廃止・休止の理由、現にサービスを受けてい

る者に対する措置などを届け出る必要があります。 

なお、事業所の廃止・休止時に、現在のサービス利用者が継続してサービスの提供を

希望する場合には、必要なサービスが継続的に提供されるように、関係機関などとの連

絡調整その他便宜の提供を行わなければなりません。 

また、休止中の事業所を再開した場合には、再開した日から１０日以内に再開の届出

を行う必要があります。 

 

・ 介護保険法 関係条文抜粋（第８２条第２項） 

（変更の届出等） 

第８２条 略 

２ 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援の事業を廃止し、又は休止

しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の

日の１月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

 

（３） 届出様式 

市ホームページへの掲載を予定しています。 

これまでの県の様式とは異なりますのでご注意ください。 

なお、市ホームページに掲載した際には電子メールにより配信することとします。 
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４ 介護給付費算定届出 

 

（１） 通常の届出書類 

介護給付費算定に係る事業所の体制（加算・減算体制）に変更があった場合には、本

市へ次の①から③までの書類を届け出る必要があります。また、加算等の要件を満たさ

なくなった状況が生じた場合又は要件を満たさなくなることが明らかな場合について

も、速やかに届け出る必要があります。なお、権限移譲に伴い、届出書類の様式が変更

されましたのでご注意ください。 

① 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙３－２） 

② 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１） 

③ 新たに算定しようとする加算・減算に応じた必要添付書類 

 

（２） 算定開始時期 

本市の届出受理が毎月１５日以前になされた場合には翌月から、１６日以降になされ

た場合には翌々月から、算定を開始するものとします。 

届出内容を審査した結果、書類に不備不足がない場合については、届出を受理した旨

本市から電子メールにより、お知らせいたします。 

一方、添付漏れや記載誤り等がある場合には、届出書類の提出があった場合において

も届出の受理はできませんので、ご注意ください。その場合、本市から電話やメール等

により補正依頼を行うこととし、その後において、不備不足がない書類の提出があった

時点において届出書類を受理することになります。 

 

 

 

 

 

（３） 届出様式 

市ホームページへの掲載を予定しています。 

これまでの県の様式とは異なりますのでご注意ください。 

なお、市ホームページに掲載した際には電子メールにより配信することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○毎月１５日以前に届出受理→翌月から算定 

○毎月１６日以降に届出受理→翌々月から算定 
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（別紙３－２）

平成 年 月 日

所在地
名称 印

このことについて、関係書類を添えて以下のとおり届け出ます。

指定年

月日 年月日

（指定を受けている場合）

備考1　「受付番号」欄には記載しないでください。
　　2　「法人である場合その種別」欄は、申請者が法人である場合に、「社会福祉法人」「医療法人」「社団法人」
　　　「財団法人」「株式会社」「有限会社」等の別を記入してください。
　　3　「法人所轄庁」欄、申請者が認可法人である場合に、その主務官庁の名称を記載してください。
　　4　「実施事業」欄は、該当する欄に「〇」を記入してください。
　　5　「異動等の区分」欄には、今回届出を行う事業所について該当する数字に「〇」を記入してください。
　　6　「異動項目」欄には、(別紙1－3)「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」に掲げる項目を記載してください。
　　7　「特記事項」欄には、異動の状況について具体的に記載してください。
　　8　「主たる事業所の所在地以外の場所で一部実施する場合の出張所等の所在地」について、複数の出張所等を有する場合は、
　　　適宜欄を補正して、全ての出張所等の状況について記載してください。

特
記
事
項

変　更　前 変　更　後

関係書類 別添のとおり

地域密着型サービス事業所番号等

指定を受けている市町村

介護保険事業所番号

既に指定等を受けている事業

医療機関コード等

居宅介護支援  1　新規　2　変更　3　終了

介護予防介護支援  1　新規　2　変更　3　終了

介護予防認知症対応型共同生活介護  1　新規　2　変更　3　終了  1 有　　2 無

介護予防小規模多機能型居宅介護  1　新規　2　変更　3　終了  1 有　　2 無

介護予防認知症対応型通所介護  1　新規　2　変更　3　終了  1 有　　2 無

複合型サービス  1　新規　2　変更　3　終了  1 有　　2 無

定期巡回・随時対応型訪問介護看護  1　新規　2　変更　3　終了  1 有　　2 無

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護  1　新規　2　変更　3　終了  1 有　　2 無

地域密着型特定施設入居者生活介護  1　新規　2　変更　3　終了  1 有　　2 無

認知症対応型共同生活介護  1　新規　2　変更　3　終了  1 有　　2 無

小規模多機能型居宅介護  1　新規　2　変更　3　終了  1 有　　2 無

認知症対応型通所介護  1　新規　2　変更　3　終了  1 有　　2 無

 1 有　　2 無

療養通所介護  1　新規　2　変更　3　終了  1 有　　2 無

市町村が定める単位の有無

(※変更の場合) (市町村記載)

地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス

夜間対応型訪問介護  1　新規　2　変更　3　終了  1 有　　2 無届
出
を
行
う
事
業
所
の
状
況

同一所在地において行う
事業等の種類

実施
事業

異動等の区分
異動（予定） 異動項目

地域密着型通所介護  1　新規　2　変更　3　終了

管理者の氏名

管理者の住所
　(郵便番号　　―　　　)
　　　　　県　　　　市

主たる事業所の所在地以外の場所
で一部実施する場合の出張所等の
所在地

　(郵便番号　　―　　　)
　　　　　県　　　　市

連 絡 先 電話番号 FAX番号

　　　　　県　　　　市

連 絡 先 電話番号 FAX番号

代表者の住所
　(郵便番号　　―　　　)
　　　　　県　　　　市

事
業
所
の
状
況

フリガナ
事業所・施設の名称

主たる事業所の所在地
　(郵便番号　　―　　　)

法人である場合その種別 法人所轄庁

代表者の職・氏名 職名 氏名

主たる事務所の所在地
　(郵便番号　　―　　　)
　　　　　県　　　　市
　(ビルの名称等)

連 絡 先 電話番号 FAX番号

受付番号

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

＜地域密着型サービス事業者・地域密着型介護予防サービス事業者用＞＜居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者用＞

　　大　村　市　長　　様

届
　
出
　
者

フリガナ

名　　称
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（別紙１）

事 業 所 番 号

施設等の区分 人員配置区分

地域区分

特別地域加算

中山間地域等における小規模事業所
加算（地域に関する状況）

中山間地域等における小規模事業所
加算（規模に関する状況）

特定事業所集中減算

特定事業所加算

特定事業所加算Ⅳ

ターミナルケアマネジメント加算

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

43 居宅介護支援

１　なし　２　あり

１　非該当　２　該当

１　非該当　２　該当

１　なし　２　あり

１　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

介 護 給 付 費 算 定 に 係 る 体 制 等 状 況 一 覧 表（居宅介護支援）

提供サービス そ　 　　の　 　　他　　 　該　　 　当　　 　す 　　　る 　　　体 　　　制 　　　等 割 引

各サービス共通
１　１級地　６　２級地　７　３級地　２　４級地　３　５級地
４　６級地　９　７級地　⑤　その他
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５ 特定事業所集中減算に係る届出 

 

（１） 特定事業所集中減算とは 

特定事業所集中減算とは、毎年度２回、指定居宅介護支援事業所が作成した居宅サー

ビス計画について判定し、各サービス（訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福

祉用具貸与）について、同一法人の事業所の割合が８０％を超える場合に、すべての利

用者に対して１月につき２００単位を半年の間減算します。特定事業所集中減算が適用

されている期間は、特定事業所加算を算定することができないためご注意ください。 

 

※平成３０年度の介護報酬改定で請求事業所数の少ないサービスや医療系サービスは

対象サービスから除外されたため、平成３０年度前期（平成３０年４月１日から８月

末日）において作成された居宅サービス計画の判定から、対象サービスは訪問介護、

通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与に限定されたことにご注意ください。 

 

（２） 判定期間、減算適用期間及び届出期限 

指定居宅介護支援事業所は、毎年度２回、次の判定期間における当該事業所において

作成された居宅サービス計画を対象として、減算の要件に該当した場合は、次に掲げる

ところに従い、当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援をすべてについて減

算を適用する。 

 

 判定期間 減算適用期間 届出期限 

前

期 
前年度３月１日から当年度８月末日 当年度１０月１日から３月末日 ９月１５日 

後

期 
当年度９月１日から当年度２月末日 次年度４月１日から９月末日 ３月１５日 

 

（３） 対象サービス 

訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与 

 

（４） 判定方法 

各事業所ごとに、当該事業所において判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、

訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護又は福祉用具貸与（以下「訪問介護サービス

等」という。）が位置付けられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、訪問介護サ

ービス等それぞれについて、最もその紹介件数の多い法人（以下「紹介率最高法人」と

いう。）を位置付けた居宅サービス計画の数の占める割合を計算し、訪問介護サービス

等のいずれかについて８０％を超えた場合に減算する。 

 

（具体的な計算式） 

   事業所ごとに、それぞれのサービスにつき、次の計算式により計算し、いずれかの

サービスの値が８０％を超えた場合に減算 

 

○ 当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷当該サービスを位置付

けた計画数（実際に給付管理を行った計画数） 
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（５） 算定手続き 

判定期間が前期の場合については９月１５日までに、判定期間が後期の場合について

は、３月１５日までに、すべての居宅介護支援事業者は、次に掲げる事項を記載した書

類を作成し、算定の結果８０％を超えた場合については、当該書類を本市に提出する必

要があります。なお、８０％を超えなかった場合についても、当該書類は各事業所にお

いて５年間保存してください。 

 

①  判定期間における居宅サービス計画の総数 

②  訪問介護サービス等のそれぞれが位置付けられた居宅サービス計画数 

③  訪問介護サービス等のそれぞれの紹介率最高法人が位置付けられた居宅サービス

計画数並びに紹介率最高法人の名称、住所、事業所及び代表者名 

④  （４）の算定方法で計算した割合 

⑤  （４）の算定方法で計算した割合が８０％を超えている場合であって正当な理由

がある場合においては、その理由 

 

（６） 正当な理由の範囲 

（５）で判定した割合が８０％を超える場合には、８０％を超えるに至ったことにつ

いて正当な理由がある場合においては、当該理由を本市に提出してください。なお、本

市が当該理由を不適当と判断した場合は特定事業所集中減算を適用するものとして取

り扱うこととする。 

正当な理由として考えられる理由を例示すれば次のようなものであるが、実際の判断

に当たっては、地域的な事情等も含め諸般の事情を総合的に勘案して正当な理由に該当

するかどうかを本市において判断することとする。 

 

①  居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が各サービス

ごとでみた場合に５事業所未満である場合などサービス事業所が少数である場合 

②  特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合 

③  判定期間の１月当たりの平均居宅サービス計画件数が２０件以下であるなど事業

所が小規模である場合 

④  判定期間の１月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付

けられた計画件数が１月当たり平均１０件以下であるなど、サービスの利用が少数

である場合 

⑤  サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事

業者に集中していると認められる場合 

⑥  その他正当な理由と市長が認めた場合 

 

（７） 届出様式 

平成３０年度前期分について、上記（５）で判定した割合が８０％を超える場合には、

平成３０年９月１４日（金）までに本市に届け出る必要がありますが、その際の届出様

式はこれまでの長崎県の様式で可能といたします。なお、本市の届出様式については、

準備ができ次第、速やかに通知いたします。 
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６ 指定居宅介護支援事業者の指定基準（大村市条例） 

 

（１） 指定基準（大村市条例） 

市内の指定居宅介護支援事業者が遵守すべき指定基準については、平成３０年度から

県の条例から本市の条例へと変更されました。 

指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員の員数や、当該事業の運営に関する

基準等は介護保険法の規定に基づき、厚生労働省で定める基準に従い又は参酌し、定め

ることとされており、本市の条例は平成３０年４月１日から施行されました。 

平成２９年度まで 

○ 長崎県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例 

（平成２６年３月３１日長崎県条例第２５号） 

 

 

平成３０年度から 

○ 大村市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例 

（平成３０年３月２２日大村市条例第１号） 

 

（２） 国の基準と異なる本市の独自基準 

介護支援専門員等及び利用者に関する記録の保存期間（条例第３２条関係） 

県の基準では２年間とされておりましたが、市の基準では５年間といたします。 

 

（３） 記録の保存期間の取扱い（記録の完結の日とは） 

保存すべき記録は、「その完結の日から５年間保存しなければならない。」と規定して

います。大村市において、「記録の完結の日」とは、その記録を「使わなくなった日」

としております。 

例えば、期間に定めがある記録（居宅サービス計画等）については、当該計画期間の

満了日から５年間保存する必要があります。 

また、必要に応じて作成する記録（苦情や事故に係る記録等）については、苦情や事

故等の処理が完了した日から５年間保存する必要があります。 

したがって、利用者との契約が継続している間は、当該利用者に関する全ての記録を

保存しなければならないものではなく、以下①から⑪に示すそれぞれの記録の完結の日

に応じて、５年間保管することになります。なお、本市の基準条例以外の法令等におい

て、記録の保存について定めがある場合は、その定めにも遵守し、各事業者において適

切な方法で記録の保存を行うようにお願いいたします。 

①  勤務の体制についての記録 

②  職務従事に必要な資格を証する書面の写し 

③  居宅介護サービス計画費の請求に関して国保連に提出したものの写し 

④  指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録 

⑤  居宅サービス計画 

⑥  アセスメントの結果の記録 

⑦  サービス担当者会議等の記録 

⑧  モニタリングの結果の記録 

⑨  利用者が故意に要介護度を悪化させた場合等の市町村への報告に関する記録 

⑩  苦情の内容等の記録 

⑪  事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 
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大村市指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例と解釈通知対応表 

 

平成３０年４月１日現在 

大村市条例 解釈通知 

  第１章 趣旨及び基本方針 

（趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第

１２３号。以下「法」という。）第７９条第２項

第１号並びに第８１条第１項及び第２項の規定

に基づき、指定居宅介護支援の事業の人員及び運

営に関する基準を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法の定め

るところによる。 

（申請者の要件） 

第３条 法第７９条第２項第１号の条例で定める

者は、法人とする。 

 

第１ 基準の性格  

１ 基準は、指定居宅介護支援の事業及び基準該当

居宅介護支援の事業がその目的を達成するため

に必要な最低限度の基準を定めたものであり、指

定居宅介護支援事業者及び基準該当居宅介護支

援事業者は、基準を充足することで足りるとする

ことなく常にその事業の運営の向上に努めなけ

ればならないものである。  

２ 指定居宅介護支援の事業を行う者又は行おう

とする者が満たすべき基準等を満たさない場合

には、指定居宅介護支援事業者の指定又は更新は

受けられず、また、基準に違反することが明らか

になった場合には、①相当の期限を定めて基準を

遵守する勧告を行い、②相当の期限内に勧告に従

わなかったときは、事業者名、勧告に至った経緯、

当該勧告に対する対応等を公表し、③正当な理由

が無く、当該勧告に係る措置をとらなかったとき

は、相当の期限を定めて当該勧告に係る措置をと

るよう命令することができるものであること。た

だし、③の命令をした場合には事業者名、命令に

至った経緯等を公表しなければならない。なお、

③の命令に従わない場合には、当該指定を取り消

すこと、又は取り消しを行う前に相当の期間を定

めて指定の全部若しくは一部の効力を停止する

こと（不適正なサービスが行われていることが判

明した場合、当該サービスに関する介護報酬の請

求を停止させる）ができる。 ただし、次に掲げ

る場合には、基準に従った適正な運営ができなく

なったものとして、指定の全部若しくは一部の停

止又は直ちに取り消すことができるものである

こと。  

① 指定居宅介護支援事業者及びその従業者が、

居宅サービス計画の作成又は変更に関し、利用

者に対して特定の居宅サービス事業者等によ

るサービスを利用させることの対償として、当

該居宅サービス事業者等から金品その他の財

産上の利益を収受したときその他の自己の利

益を図るために基準に違反したとき  

② 利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼ

すおそれがあるとき  

③ その他①及び②に準ずる重大かつ明白な基

準違反があったとき  

３ 運営に関する基準に従って事業の運営をする

ことができなくなったことを理由として指定が

取り消され、法に定める期間の経過後に再度当該

事業者から指定の申請がなされた場合には、当該

事業者が運営に関する基準を遵守することを確

保することに特段の注意が必要であり、その改善
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状況等が十分に確認されない限り指定を行わな

いものとする。  

４ 特に、指定居宅介護支援の事業においては、基

準に合致することを前提に自由に事業への参入

を認めていること等に鑑み、基準違反に対して

は、厳正に対応すべきであること。 

（基本方針） 

第４条 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態と

なった場合においても、その利用者が可能な限り

その居宅において、その有する能力に応じ自立し

た日常生活を営むことができるように配慮して

行われるものでなければならない。 

２ 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状

況、その置かれている環境等に応じて、利用者の

選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉

サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率

的に提供されるよう配慮して行われるものでな

ければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援

の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊

重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供

される指定居宅サービス等が特定の種類又は特

定の指定居宅サービス事業者等に不当に偏する

ことのないよう、公正中立に行われなければなら

ない。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当た

っては、市町村、地域包括支援センター、老人福

祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の７

の２に規定する老人介護支援センター、他の指定

居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、

介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律（平成１７年法律第

１２３号）第５１条の１７第１項第１号に規定す

る指定特定相談支援事業者等との連携に努めな

ければならない。 

第２ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営

に関する基準  

１ 基本方針  

介護保険制度においては、要介護者である利用

者に対し、個々の解決すべき課題、その心身の状

況や置かれている環境等に応じて保健・医療・福

祉にわたる指定居宅サービス等が、多様なサービ

ス提供主体により総合的かつ効率的に提供され

るよう、居宅介護支援を保険給付の対象として位

置づけたものであり、その重要性に鑑み、保険給

付率についても特に 10 割としているところであ

る。  

条例第 4 条第１項は、「在宅介護の重視」とい

う介護保険制度の基本理念を実現するため、指定

居宅介護支援の事業を行うに当たってのもっと

も重要な基本方針として、利用者からの相談、依

頼があった場合には、利用者自身の立場に立ち、

常にまず、その居宅において日常生活を営むこと

ができるように支援することができるかどうか

という視点から検討を行い支援を行うべきこと

を定めたものである。  

このほか、指定居宅介護支援の事業の基本方針

として、介護保険制度の基本理念である、高齢者

自身によるサービスの選択、保健・医療・福祉サ

ービスの総合的、効率的な提供、利用者本位、公

正中立等を掲げている。介護保険の基本理念を実

現する上で、指定居宅介護支援事業者が極めて重

要な役割を果たすことを求めたものであり、指定

居宅介護支援事業者は、常にこの基本方針を踏ま

えた事業運営を図らなければならない。 

   第２章 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第５条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係

る事業所（以下「指定居宅介護支援事業所」とい

う。）ごとに１以上の員数の指定居宅介護支援の

提供に当たる介護支援専門員であって常勤であ

るものを置かなければならない。 

２ 前項に規定する員数の基準は、利用者の数が３

５又はその端数を増すごとに１とする。 

（管理者） 

第６条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護

支援事業所ごとに常勤の管理者を置かなければ

ならない。 

２ 前項に規定する管理者は、主任介護支援専門員

（介護保険法施行規則(平成１１年厚生省令第３

６号)第１４０条の６６第１号イ(3)に規定する

２ 人員に関する基準  

指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援

事業所に介護支援専門員を配置しなければなら

ないが、利用者の自立の支援及び生活の質の向上

を図るための居宅介護支援の能力を十分に有す

る者を充てるよう心がける必要がある。  

また、条例５条及び第６条に係る運用に当たっ

ては、次の点に留意する必要がある。  

(１) 介護支援専門員の員数  

介護支援専門員は、指定居宅介護支援事業所ご

とに必ず１人以上を常勤で置くこととされてお

り、常勤の考え方は(３)の①のとおりである。常勤

の介護支援専門員を置くべきこととしたのは、指

定居宅介護支援事業所の営業時間中は、介護支援

専門員は常に利用者からの相談等に対応できる体

制を整えている必要があるという趣旨であり、介
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主任介護支援専門員をいう。以下同じ。）でなけ

ればならない。 

３ 第１項に規定する管理者は、専らその職務に従

事する者でなければならない。ただし、次に掲げ

る場合は、この限りでない。 

(1) 管理者がその管理する指定居宅介護支援事

業所の介護支援専門員の職務に従事する場合 

(2) 管理者が同一敷地内にある他の事業所の職

務に従事する場合（その管理する指定居宅介護

支援事業所の管理に支障がない場合に限る。） 

護支援専門員がその業務上の必要性から、又は他

の業務を兼ねていることから、当該事業所に不在

となる場合であっても、管理者、その他の従業者

等を通じ、利用者が適切に介護支援専門員に連絡

が取れる体制としておく必要がある。  

なお、介護支援専門員については、他の業務と

の兼務を認められているところであるが、これは、

居宅介護支援の事業が、指定居宅サービス等の実

態を知悉する者により併せて行われることが効果

的であるとされる場合もあることに配慮したもの

である。  

また、当該常勤の介護支援専門員の配置は利用

者の数 35 人に対して１人を基準とするものであ

り、利用者の数が 35 人又はその端数を増すごとに

増員することが望ましい。ただし、当該増員に係

る介護支援専門員については非常勤とすることを

妨げるものではない。  

また、当該非常勤の介護支援専門員に係る他の

業務との兼務については、介護保険施設に置かれ

た常勤専従の介護支援専門員との兼務を除き、差

し支えないものであり、当該他の業務とは必ずし

も指定居宅サービス事業の業務を指すものではな

い。 

(２) 管理者  

指定居宅介護支援事業所に置くべき管理者は、

主任介護支援専門員であって、専ら管理者の職務

に従事する常勤の者でなければならないが、当該

指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務

に従事する場合及び管理者が同一敷地内にある他

の事業所の職務に従事する場合（その管理する指

定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に

限る。）は必ずしも専ら管理者の職務に従事する常

勤の者でなくても差し支えないこととされてい

る。この場合、同一敷地内にある他の事業所とは、

必ずしも指定居宅サービス事業を行う事業所に限

るものではなく、例えば、介護保険施設、病院、

診療所、薬局等の業務に従事する場合も、当該指

定居宅介護支援事業所の管理に支障がない限り認

められるものである。  

指定居宅介護支援事業所の管理者は、指定居宅

介護支援事業所の営業時間中は、常に利用者から

の利用申込等に対応できる体制を整えている必要

があるものであり、管理者が介護支援専門員を兼

務していて、その業務上の必要性から当該事業所

に不在となる場合であっても、その他の従業者等

を通じ、利用者が適切に管理者に連絡が取れる体

制としておく必要がある。  

また、例えば、訪問系サービス事業所において

訪問サービスそのものに従事する従業者との兼務

は一般的には管理者の業務に支障があると考えら

れるが訪問サービスに従事する勤務時間が限られ

ている職員の場合には、支障がないと認められる
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場合もありうる。また、併設する事業所に原則と

して常駐する老人介護支援センターの職員、訪問

介護、訪問看護等の管理者等との兼務は可能と考

えられる。なお、介護保険施設の常勤専従の介護

支援専門員との兼務は認められないものである。 

なお、平成 33 年３月 31 日までの間は、管理者

として主任介護支援専門員以外の介護支援専門員

の配置を可能とする経過措置を設けているが、指

定居宅介護支援事業所における業務管理や人材育

成の取組を促進する観点から、経過措置期間の修

了を待たず、管理者として主任介護支援専門員を

配置することが望ましい。 

(３) 用語の定義  

「常勤」及び「専らその職務に従事する」の定

義はそれぞれ次のとおりである。  

① 「常勤」 

当該事業所における勤務時間（当該事業所にお

いて、指定居宅介護支援以外の事業を行っている

場合には、当該事業に従事している時間を含む。）

が、当該事業所において定められている常勤の従

業者が勤務すべき時間数（週 32 時間を下回る場

合は週 32 時間を基本とする。）に達していること

をいうものである。ただし、育児休業、介護休業

等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関す

る法律（平成３年法律第 76 号）第 23 条第１項

に規定する所定労働時間の短縮措置が講じられ

ている者については、利用者の処遇に支障がない

体制が事業所として整っている場合は、例外的に

常勤の従業者が勤務すべき時間数を 30 時間とし

て取り扱うことを可能とする。  

また、同一の事業者によって当該事業所に併設

される事業所の職務であって、当該事業所の職務

と同時並行的に行われることが差し支えないと

考えられるものについては、その勤務時間が常勤

の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常

勤の要件を満たすものであることとする。例え

ば、同一の事業者によって指定訪問介護事業所が

併設されている場合、指定訪問介護事業所の管理

者と指定居宅介護支援事業所の管理者を兼務し

ている者は、その勤務時間が所定の時間に達して

いれば、常勤要件を満たすこととなる。  

② 「専らその職務に従事する」  

原則として、サービス提供時間帯を通じて当該

サービス以外の職務に従事しないことをいうも

のである。  

③ 「事業所」  

事業所とは、介護支援専門員が居宅介護支援を

行う本拠であり、具体的には管理者がサービスの

利用申込の調整等を行い、居宅介護支援に必要な

利用者ごとに作成する帳簿類を保管し、利用者と

の面接相談に必要な設備及び備品を備える場所

である。 
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   第３章 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第７条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護

支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込

者又はその家族に対し、第２１条に規定する運営

規程の概要その他の利用申込者のサービスの選

択に資すると認められる重要事項を記した文書

を交付して説明を行い、当該提供の開始について

利用申込者の同意を得なければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援

の提供の開始に際し、あらかじめ、居宅サービス

計画が第４条に規定する基本方針及び利用者の

希望に基づき作成されるものであり、利用者は複

数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう

求めることができること等につき説明を行い、理

解を得なければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援

の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はそ

の家族に対し、利用者について、病院又は診療所

に入院する必要が生じた場合には、当該利用者に

係る介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病

院又は診療所に伝えるよう求めなければならな

い。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、利用申込者又はそ

の家族からの申出があった場合には、第１項の規

定による文書の交付に代えて、第７項で定めると

ころにより、当該利用申込者又はその家族の承諾

を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報

処理組織を使用する方法その他の情報通信の技

術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下

この条において「電磁的方法」という。）により

提供することができる。この場合において、当該

指定居宅介護支援事業者は、当該文書を交付した

ものとみなす。 

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア

又はイに掲げるもの 

ア 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電

子計算機と利用申込者又はその家族の使用

に係る電子計算機とを接続する電気通信回

線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子

計算機に備えられたファイルに記録する方

法 

イ 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電

子計算機に備えられたファイルに記録され

た第１項に規定する重要事項を電気通信回

線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧

に供し、当該利用申込者又はその家族の使用

に係る電子計算機に備えられたファイルに

当該重要事項を記録する方法（電磁的方法に

よる提供を受ける旨の承諾又は受けない旨

の申出をする場合にあっては、指定居宅介護

支援事業者の使用に係る電子計算機に備え

３ 運営に関する基準  

(１) 内容及び手続きの説明及び同意  

条例第７条は、基本理念としての高齢者自身に

よるサービス選択を具体化したものである。利用

者は指定居宅サービスのみならず、指定居宅介護

支援事業者についても自由に選択できることが基

本であり、指定居宅介護支援事業者は、利用申込

があった場合には、あらかじめ、当該利用申込者

又はその家族に対し、当該指定居宅介護支援事業

所の運営規程の概要、介護支援専門員の勤務の体

制、秘密の保持、事故発生時の対応、苦情処理の

体制等の利用申込者がサービスを選択するために

必要な重要事項を説明書やパンフレット等の文書

を交付して説明を行い、当該指定居宅介護支援事

業所から居宅介護支援を受けることにつき同意を

得なければならないこととしたものである。なお、

当該同意については、利用者及び指定居宅介護支

援事業者双方の保護の立場から書面によって確認

することが望ましいものである。また、指定居宅

介護支援は、利用者の意思及び人格を尊重し、常

に利用者の立場に立って行われるものであり、居

宅サービス計画は条例第４条の基本方針及び利用

者の希望に基づき作成されるものである。このた

め、指定居宅介護支援について利用者の主体的な

参加が重要であり、居宅サービス計画の作成にあ

たって利用者から介護支援専門員に対して複数の

指定居宅サービス事業者等の紹介を求めること

や、居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅

サービス事業者等の選定理由の説明を求めること

が可能であること等につき十分説明を行わなけれ

ばならない。なお、この内容を利用申込者又はそ

の家族に説明を行うに当たっては理解が得られる

よう、文書の交付に加えて口頭での説明を懇切丁

寧に行うとともに、それを理解したことについて

必ず利用申込者から署名を得なければならない。 

また、利用者が病院又は診療所に入院する場合

には、利用者の居宅における日常生活上の能力や

利用していた指定居宅サービス等の情報を入院先

医療機関と共有することで、医療機関における利

用者の退院支援に資するとともに、退院後の円滑

な在宅生活への移行を支援することにもつなが

る。条例第７条第３項は、指定居宅介護支援事業

者と入院先医療機関との早期からの連携を促進す

る観点から、利用者が病院又は診療所に入院する

必要が生じた場合には担当の介護支援専門員の氏

名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよ

う、利用者又はその家族に対し事前に協力を求め

る必要があることを規定するものである。なお、

より実効性を高めるため、日頃から介護支援専門

員の連絡先等を介護保険被保険者証や健康保険被

保険者証、お薬手帳等と合わせて保管することを

依頼しておくことが望ましい。 
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られたファイルにその旨を記録する方法） 

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他こ

れらに準ずる方法により一定の事項を確実に

記録しておくことができる物をもって調製す

るファイルに第１項に規定する重要事項を記

録したものを交付する方法 

５ 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族

がファイルへの記録を出力することによる文書

を作成することができるものでなければならな

い。 

６ 第４項第１号の「電子情報処理組織」とは、指

定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機

と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計

算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理

組織をいう。 

７ 指定居宅介護支援事業者は、第４項の規定によ

り第１項に規定する重要事項を提供しようとす

るときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその

家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の

種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による

承諾を得なければならない。 

(1) 第４項各号に規定する方法のうち指定居宅

介護支援事業者が使用するもの 

(2) ファイルへの記録の方式 

８ 前項の規定による承諾を得た指定居宅介護支

援事業者は、当該利用申込者又はその家族から文

書又は電磁的方法により電磁的方法による提供

を受けない旨の申出があったときは、当該利用申

込者又はその家族に対し、第１項に規定する重要

事項の提供を電磁的方法によってしてはならな

い。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び

前項の規定による承諾をした場合は、この限りで

ない。 

（提供拒否の禁止） 

第８条 指定居宅介護支援事業者は、正当な理由な

く指定居宅介護支援の提供を拒んではならない。 

(２) 提供拒否の禁止  

条例第８条は、居宅介護支援の公共性に鑑み、

原則として、指定居宅介護支援の利用申込に対し

ては、これに応じなければならないことを規定し

たものであり、正当な理由なくサービスの提供を

拒否することを禁止するものである。  

なお、ここでいう正当な理由とは①当該事業所

の現員からは利用申込に応じきれない場合、②利

用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実

施地域外である場合、③利用申込者が他の指定居

宅介護支援事業者にも併せて指定居宅介護支援の

依頼を行っていることが明らかな場合等である。  

（サービス提供困難時の対応） 

第９条 指定居宅介護支援事業者は、当該事業所の

通常の事業の実施地域（当該指定居宅介護支援事

業所が通常時に指定居宅介護支援を提供する地

域をいう。以下同じ。）等を勘案し、利用申込者

に対し自ら適切な指定居宅介護支援を提供する

ことが困難であると認めた場合は、他の指定居宅
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介護支援事業者の紹介その他の必要な措置を講

じなければならない。 

（受給資格等の確認） 

第１０条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介

護支援の提供を求められた場合には、その者の提

示する被保険者証によって、被保険者資格、要介

護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確か

めるものとする。 

 

（要介護認定の申請に係る援助） 

第１１条 指定居宅介護支援事業者は、被保険者の

要介護認定に係る申請について、利用申込者の意

思を踏まえ、必要な協力を行わなければならな

い。 

(３) 要介護認定の申請に係る援助  

① 条例第 11 条第１項は、法第 27 条第１項に基づ

き、被保険者が居宅介護支援事業者に要介護認定

の申請に関する手続きを代わって行わせること

ができること等を踏まえ、被保険者から要介護認

定の申請の代行を依頼された場合等においては、

居宅介護支援事業者は必要な協力を行わなけれ

ばならないものとしたものである。  

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援

の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない

利用申込者については、要介護認定の申請が既に

行われているかどうかを確認し、申請が行われて

いない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて

速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を

行わなければならない。 

② 同条第２項は、要介護認定等の申請がなされて

いれば、要介護認定の効力が申請時に遡ることに

より、指定居宅介護支援の利用に係る費用が保険

給付の対象となり得ることを踏まえ、指定居宅介

護支援事業者は、利用申込者が要介護認定を受け

ていないことを確認した場合には、要介護認定の

申請が既に行われているかどうかを確認し、申請

が行われていない場合は、当該利用申込者の意思

を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必

要な援助を行わなければならないこととしたも

のである。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、要介護認定の更新

の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介

護認定の有効期間の満了日の３０日前には行わ

れるよう、必要な援助を行わなければならない。 

③ 同条第３項は、要介護認定の有効期間が付され

ているものであることを踏まえ、指定居宅介護支

援事業者は、要介護認定の有効期間を確認した

上、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利

用者が受けている要介護認定の有効期間が終了

する１月前にはなされるよう、必要な援助を行わ

なければならないこととしたものである。  

（身分を証する書類の携行） 

第１２条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居

宅介護支援事業所の介護支援専門員に身分を証

する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又は

その家族から求められたときは、これを提示すべ

き旨を指導しなければならない。 

(４) 身分を証する書類の携行  

条例第 12 条は、利用者が安心して指定居宅介護

支援の提供を受けられるよう、指定居宅介護支援

事業者が、当該指定居宅介護支援事業所の介護支

援専門員に介護支援専門員証を携行させ、初回訪

問時及び利用者又はその家族から求められたとき

は、これを提示すべき旨を指導するべきこととし

たものである。  

（利用料等の受領） 

第１３条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介

護支援（法第４６条第４項の規定に基づき居宅介

護サービス計画費が当該指定居宅介護支援事業

者に支払われる場合に係るものを除く。）を提供

した際にその利用者から支払を受ける利用料（居

宅介護サービス計画費の支給の対象となる費用

に係る対価をいう。以下同じ。）と、居宅介護サ

ービス計画費の額との間に、不合理な差額が生じ

ないようにしなければならない。 

(５) 利用料等の受領  

① 条例第 13 条第１項は、利用者間の公平及び利

用者の保護の観点から、保険給付がいわゆる償還

払いとなる場合と、保険給付が利用者に代わり指

定居宅介護支援事業者に支払われる場合（以下

「代理受領がなされる場合」という。）の間で、

一方の経費が他方へ転嫁等されることがないよ

う、償還払いの場合の指定居宅介護支援の利用料

の額と、居宅介護サービス計画費の額（要するに、

代理受領がなされる場合の指定居宅介護支援に
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係る費用の額）との間に、不合理な差額を設けて

はならないこととするとともに、これによって、

償還払いの場合であっても原則として利用者負

担が生じないこととする趣旨である。  

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項の利用料のほ

か、利用者の選定により通常の事業の実施地域以

外の地域の居宅を訪問して指定居宅介護支援を

行う場合には、それに要した交通費の支払を利用

者から受けることができる。 

② 同条第２項は、指定居宅介護支援の提供に関し

て、利用者の選定により通常の事業の実施地域以

外の地域の居宅において指定居宅介護支援を行

う場合の交通費の支払いを利用者から受けるこ

とができることとし、保険給付の対象となってい

るサービスと明確に区分されないあいまいな名

目による費用の支払いを受けることは認めない

こととしたものである。  

３ 指定居宅介護支援事業者は、前項に規定する費

用の額に係るサービスの提供に当たっては、あら

かじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービ

スの内容及び費用について説明を行い、利用者の

同意を得なければならない。 

③ 同条第３項は、指定居宅介護支援事業者は、前

項の交通費の支払いを受けるに当たっては、あら

かじめ、利用者又はその家族に対してその額等に

関して説明を行い、利用者の同意を得なければな

らないこととしたものである。  

（保険給付の請求のための証明書の交付） 

第１４条 指定居宅介護支援事業者は、提供した指

定居宅介護支援について前条第１項の利用料の

支払を受けた場合は、当該利用料の額等を記載し

た指定居宅介護支援提供証明書を利用者に対し

て交付しなければならない。 

(６) 保険給付の請求のための証明書の交付  

条例第 14 条は、居宅介護支援に係る保険給付が

いわゆる償還払いとなる場合に、利用者が保険給

付の請求を容易に行えるよう、指定居宅介護支援

事業者は、利用料の額その他利用者が保険給付を

請求する上で必要と認められる事項を記載した指

定居宅介護支援提供証明書を利用者に対して交付

するべきこととしたものである。  

（指定居宅介護支援の基本取扱方針） 

第１５条 指定居宅介護支援は、要介護状態の軽減

又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、

医療サービスとの連携に十分配慮して行われな

ければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、自らその提供する

指定居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改

善を図らなければならない。 

(７) 指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体

的取扱方針  

 

（指定居宅介護支援の具体的取扱方針） 

第１６条 指定居宅介護支援の方針は、第４条に規

定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方

針に基づき、次に掲げるところによるものとす

る。 

条例第 16 条は、利用者の課題分析、サービス担

当者会議の開催、居宅サービス計画の作成、居宅

サービス計画の実施状況の把握などの居宅介護支

援を構成する一連の業務のあり方及び当該業務を

行う介護支援専門員の責務を明らかにしたもので

ある。  

なお、利用者の課題分析（第６号）から担当者

に対する個別サービス計画の提出依頼（第 12 号）

に掲げる一連の業務については、条例第 4 条に掲

げる基本方針を達成するために必要となる業務を

列記したものであり、基本的にはこのプロセスに

応じて進めるべきものであるが、緊急的なサービ

ス利用等やむを得ない場合や、効果的・効率的に

行うことを前提とするものであれば、業務の順序

について拘束するものではない。ただし、その場

合にあっても、それぞれ位置付けられた個々の業

務は、事後的に可及的速やかに実施し、その結果

に基づいて必要に応じて居宅サービス計画を見直

すなど、適切な対応しなければならない。  
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(1) 指定居宅介護支援事業所の管理者は、介護支

援専門員に居宅サービス計画の作成に関する

業務を担当させるものとする。 

① 介護支援専門員による居宅サービス計画の 

作成（条例 16 条第１号）  

指定居宅介護支援事業所の管理者は、居宅サー

ビス計画の作成に関する業務の主要な過程を介

護支援専門員に担当させることとしたものであ

る。  

(2) 指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切

丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族

に対し、サービスの提供方法等について、理解

しやすいように説明を行う。 

② 指定居宅介護支援の基本的留意点（第２号）  

指定居宅介護支援は、利用者及びその家族の主

体的な参加及び自らの課題解決に向けての意欲

の醸成と相まって行われることが重要である。こ

のためには、指定居宅介護支援について利用者及

びその家族の十分な理解が求められるものであ

り、介護支援専門員は、指定居宅介護支援を懇切

丁寧に行うことを旨とし、サービスの提供方法等

について理解しやすいように説明を行うことが

肝要である。  

(3) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成

に当たっては、利用者の自立した日常生活の支

援を効果的に行うため、利用者の心身又は家族

の状況等に応じ、継続的かつ計画的に指定居宅

サービス等の利用が行われるようにしなけれ

ばならない。 

③ 継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の 

利用（第３号）  

利用者の自立した日常生活の支援を効果的に

行うためには、利用者の心身又は家族の状態等に

応じて、継続的かつ計画的に居宅サービスが提供

されることが重要である。介護支援専門員は、居

宅サービス計画の作成又は変更に当たり、継続的

な支援という観点に立ち、計画的に指定居宅サー

ビス等の提供が行われるようにすることが必要

であり、支給限度額の枠があることのみをもっ

て、特定の時期に偏って継続が困難な、また必要

性に乏しい居宅サービスの利用を助長するよう

なことがあってはならない。  

(4) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成

に当たっては、利用者の日常生活全般を支援す

る観点から、介護給付等対象サービス以外の保

健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の

住民による自発的な活動によるサービス等の

利用も含めて居宅サービス計画上に位置付け

るよう努めなければならない。 

④ 総合的な居宅サービス計画の作成（第４号）  

居宅サービス計画は、利用者の日常生活全般を

支援する観点に立って作成されることが重要で

ある。このため、居宅サービス計画の作成又は変

更に当たっては、利用者の希望や課題分析の結果

に基づき、介護給付等対象サービス以外の、例え

ば、市町村保健師等が居宅を訪問して行う指導等

の保健サービス、老人介護支援センターにおける

相談援助及び市町村が一般施策として行う配食

サービス、寝具乾燥サービスや当該地域の住民に

よる見守り、配食、会食などの自発的な活動によ

るサービス等、更には、こうしたサービスと併せ

て提供される精神科訪問看護等の医療サービス、

はり師・きゅう師による施術、保健師・看護師・

柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師による機能

訓練なども含めて居宅サービス計画に位置付け

ることにより総合的な計画となるよう努めなけ

ればならない。  

なお、介護支援専門員は、当該日常生活全般を

支援する上で、利用者の希望や課題分析の結果を

踏まえ、地域で不足していると認められるサービ

ス等については、介護給付等対象サービスである

かどうかを問わず、当該不足していると思われる
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サービス等が地域において提供されるよう関係

機関等に働きかけていくことが望ましい。  

(5) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成

の開始に当たっては、利用者によるサービスの

選択に資するよう、当該地域における指定居宅

サービス事業者等に関するサービスの内容、利

用料等の情報を適正に利用者又はその家族に

対して提供するものとする。 

⑤ 利用者自身によるサービスの選択（第５号） 

介護支援専門員は、利用者自身がサービスを選

択することを基本に、これを支援するものであ

る。このため、介護支援専門員は、利用者による

サービスの選択に資するよう、利用者から居宅サ

ービス計画案の作成にあたって複数の指定居宅

サービス事業者等の紹介の求めがあった場合等

には誠実に対応するとともに居宅サービス計画

案を利用者に提示する際には、当該利用者が居住

する地域の指定居宅サービス事業者等に関する

サービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者

又はその家族に対して提供するものとする。した

がって、特定の指定居宅サービス事業者に不当に

偏した情報を提供するようなことや、利用者の選

択を求めることなく同一の事業主体のサービス

のみによる居宅サービス計画原案を最初から提

示するようなことがあってはならない。また、例

えば集合住宅等において、特定の指定居宅サービ

ス事業者のサービスを利用することを、選択の機

会を与えることなく入居条件とするようなこと

はあってはならないが、居宅サービス計画につい

ても、利用者の意思に反して、集合住宅と同一敷

地内等の指定居宅サービス事業者のみを居宅サ

ービス計画に位置付けるようなことはあっては

ならない。 

(6) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成

に当たっては、適切な方法により、利用者につ

いて、その有する能力、既に提供を受けている

指定居宅サービス等のその置かれている環境

等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点

を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営

むことができるように支援する上で解決すべ

き課題を把握しなければならない。 

⑥ 課題分析の実施（第６号）  

居宅サービス計画は、個々の利用者の特性に応

じて作成されることが重要である。このため介護

支援専門員は、居宅サービス計画の作成に先立ち

利用者の課題分析を行うこととなる。  

課題分析とは、利用者の有する日常生活上の能

力や利用者が既に提供を受けている指定居宅サ

ービスや介護者の状況等の利用者を取り巻く環

境等の評価を通じて利用者が生活の質を維持・向

上させていく上で生じている問題点を明らかに

し、利用者が自立した日常生活を営むことができ

るように支援する上で解決すべき課題を把握す

ることであり、利用者の生活全般についてその状

態を十分把握することが重要である。  

なお、当該課題分析は、介護支援専門員の個人

的な考え方や手法のみによって行われてはなら

ず、利用者の課題を客観的に抽出するための手法

として合理的なものと認められる適切な方法を

用いなければならないものであるが、この課題分

析の方法については、別途通知するところによる

ものである。  

(7) 介護支援専門員は、前号に規定する解決すべ

き課題の把握（以下「アセスメント」という。）

に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者

及びその家族に面接して行わなければならな

⑦ 課題分析における留意点（第７号）  

介護支援専門員は、解決すべき課題の把握（以

下「アセスメント」という。）に当たっては、利

用者が入院中であることなど物理的な理由があ
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い。この場合において、介護支援専門員は、面

接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分

に説明し、理解を得なければならない。 

る場合を除き必ず利用者の居宅を訪問し、利用者

及びその家族に面接して行わなければならない。

この場合において、利用者やその家族との間の信

頼関係、協働関係の構築が重要であり、介護支援

専門員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対

して十分に説明し、理解を得なければならない。  

なお、このため、介護支援専門員は面接技法等

の研鑽に努めることが重要である。  

また、当該アセスメントの結果について記録す

るとともに、条例第 32 条第２項の規定に基づき、

当該記録は、５年間保存しなければならない。  

(8) 介護支援専門員は、利用者の希望及び利用者

についてのアセスメントの結果に基づき、利

用者の家族の希望及び当該地域における指定

居宅サービス等が提供される体制を勘案し

て、当該アセスメントにより把握された解決

すべき課題に対応するための最も適切なサー

ビスの組合せについて検討し、利用者及びそ

の家族の生活に対する意向、総合的な援助の

方針、生活全般の解決すべき課題、提供され

るサービスの目標及びその達成時期、サービ

スの種類、内容及び利用料並びにサービスを

提供する上での留意事項等を記載した居宅サ

ービス計画の原案を作成しなければならな

い。 

⑧ 居宅サービス計画原案の作成（第８号）  

介護支援専門員は、居宅サービス計画が利用者

の生活の質に直接影響する重要なものであるこ

とを十分に認識し、居宅サービス計画原案を作成

しなければならない。したがって、居宅サービス

計画原案は、利用者の希望及び利用者についての

アセスメントの結果による専門的見地に基づき、

利用者の家族の希望及び当該地域における指定

居宅サービス等が提供される体制を勘案した上

で、実現可能なものとする必要がある。  

また、当該居宅サービス計画原案には、利用者

及びその家族の生活に対する意向及び総合的な

援助の方針並びに生活全般の解決すべき課題を

記載した上で、提供されるサービスについて、そ

の長期的な目標及びそれを達成するための短期

的な目標並びにそれらの達成時期等を明確に盛

り込み、当該達成時期には居宅サービス計画及び

各指定居宅サービス等の評価を行い得るように

することが重要である。  

さらに、提供されるサービスの目標とは、利用

者がサービスを受けつつ到達しようとする目標

を指すものであり、サービス提供事業者側の個別

のサービス行為を意味するものではないことに

留意する必要がある。  

(9) 介護支援専門員は、サービス担当者会議（介

護支援専門員が居宅サービス計画の作成のた

めに、利用者及びその家族の参加を基本としつ

つ、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定

居宅サービス等の担当者（以下この条において

「担当者」という。）を招集して行う会議をい

う。以下同じ。）の開催により、利用者の状況

等に関する情報を担当者と共有するとともに、

当該居宅サービス計画の原案の内容について、

担当者から、専門的な見地からの意見を求める

ものとする。ただし、利用者（末期の悪性腫瘍

の患者に限る。）の心身の状況等により、主治

の医師又は歯科医師（以下この条において「主

治の医師等」という。）の意見を勘案して必要

と認める場合その他のやむを得ない理由があ

る場合については、担当者に対する照会等によ

り意見を求めることができるものとする。 

⑨ サービス担当者会議等による専門的意見の 

聴取（第９号）  

介護支援専門員は、効果的かつ実現可能な質の

高い居宅サービス計画とするため、各サービスが

共通の目標を達成するために具体的なサービス

の内容として何ができるかなどについて、利用者

やその家族、居宅サービス計画原案に位置付けた

指定居宅サービス等の担当者からなるサービス

担当者会議の開催により、利用者の状況等に関す

る情報を当該担当者と共有するとともに、専門的

な見地からの意見を求め調整を図ることが重要

である。なお、利用者やその家族の参加が望まし

くない場合（家庭内暴力等）には、必ずしも参加

を求めるものではないことに留意されたい。ま

た、やむを得ない理由がある場合については、サ

ービス担当者に対する照会等により意見を求め

ることができるものとしているが、この場合に
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も、緊密に相互の情報交換を行うことにより、利

用者の状況等についての情報や居宅サービス計

画原案の内容を共有できるようにする必要があ

る。なお、ここでいうやむを得ない理由がある場

合とは、利用者（末期の悪性腫瘍の患者に限る。）

の心身の状況等により、主治の医師又は歯科医師

（以下「主治の医師等」という。）の意見を勘案

して必要と認める場合のほか、開催の日程調整を

行ったが、サービス担当者の事由により、サービ

ス担当者会議への参加が得られなかった場合、居

宅サービス計画の変更であって、利用者の状態に

大きな変化が見られない等における軽微な変更

の場合等が想定される。  

また、末期の悪性腫瘍の利用者について必要と

認める場合とは、主治の医師等が日常生活上の障

害が１ヶ月以内に出現すると判断した時点以降

において、主治の医師等の助言を得た上で、介護

支援専門員がサービス担当者に対する照会等に

より意見を求めることが必要と判断した場合を

想定している。なお、ここでいう「主治の医師等」

とは、利用者の最新の心身の状態、受診中の医療

機関、投薬内容等を一元的に把握している医師で

あり、要介護認定の申請のために主治医意見書を

記載した医師に限定されないことから、利用者又

はその家族等に確認する方法等により、適切に対

応すること。また、サービス種類や利用回数の変

更等を利用者に状態変化が生じるたびに迅速に

行っていくことが求められるため、日常生活上の

障害が出現する前に、今後利用が必要と見込まれ

る指定居宅サービス等の担当者を含めた関係者

を招集した上で、予測される状態変化と支援の方

向性について関係者間で共有しておくことが望

ましい。 

なお、当該サービス担当者会議の要点又は当該

担当者への照会内容について記録するとともに、

条例第 32 条の第２項の規定に基づき、当該記録

は、５年間保存しなければならない。  

(10) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原

案に位置付けた指定居宅サービス等につい

て、保険給付の対象となるかどうかを区分し

た上で、当該居宅サービス計画の原案の内容

について利用者又はその家族に対して説明

し、文書により利用者の同意を得なければな

らない。 

 

⑩ 居宅サービス計画の説明及び同意（第 10 号）  

居宅サービス計画に位置付ける指定居宅サー

ビス等の選択は、利用者自身が行うことが基本で

あり、また、当該計画は利用者の希望を尊重して

作成されなければならない。利用者に選択を求め

ることは介護保険制度の基本理念である。このた

め、当該計画原案の作成に当たって、これに位置

付けるサービスについて、また、サービスの内容

についても利用者の希望を尊重するとともに、作

成された居宅サービス計画の原案についても、最

終的には、その内容について説明を行った上で文

書によって利用者の同意を得ることを義務づけ

ることにより、利用者によるサービスの選択やサ

ービス内容等への利用者の意向の反映の機会を

保障しようとするものである。  
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また、当該説明及び同意を要する居宅サービス

計画原案とは、いわゆる居宅サービス計画書の第

１表から第３表まで、第６表及び第７表（「介護

サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の

提示について」（平成 11 年 11 月 12 日老企第 29

号厚生省老人保健福祉局企画課長通知）に示す標

準様式を指す。）に相当するものすべてを指すも

のである。 

(11) 介護支援専門員は、居宅サービス計画を作

成した際には、当該居宅サービス計画を利用

者及び担当者に交付しなければならない。 

⑪ 居宅サービス計画の交付（第 11 号）  

居宅サービス計画を作成した際には、遅滞なく

利用者及び担当者に交付しなければならない。  

また、介護支援専門員は、担当者に対して居宅

サービス計画を交付する際には、当該計画の趣旨

及び内容等について十分に説明し、各担当者との

共有、連携を図った上で、各担当者が自ら提供す

る居宅サービス等の当該計画（以下「個別サービ

ス計画」という。）における位置付けを理解でき

るように配慮する必要がある。  

なお、条例第 32 条第２項の規定に基づき、居

宅サービス計画は、５年間保存しなければならな

い。  

(12) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に位

置付けた指定居宅サービス事業者等に対し

て、訪問介護計画（指定居宅サービス等の事

業の人員、設備及び運営に関する基準（平成

１１年厚生省令第３７号。以下「指定居宅サ

ービス等基準」という。）第２４条第１項に規

定する訪問介護計画をいう。）等指定居宅サー

ビス等基準において位置付けられている計画

の提出を求めるものとする。 

⑫ 担当者に対する個別サービス計画の提出依頼

（第 12 号）  

居宅サービス計画と個別サービス計画との連

動性を高め、居宅介護支援事業者とサービス提供

事業者の意識の共有を図ることが重要である。  

このため、条例第 16 条第 12 号に基づき、担

当者に居宅サービス計画を交付したときは、担当

者に対し、個別サービス計画の提出を求め、居宅

サービス計画と個別サービス計画の連動性や整

合性について確認することとしたものである。  

なお、介護支援専門員は、担当者と継続的に連

携し、意識の共有を図ることが重要であることか

ら、居宅サービス計画と個別サービス計画の連動

性や整合性の確認については、居宅サービス計画

を担当者に交付したときに限らず、必要に応じて

行うことが望ましい。  

さらに、サービス担当者会議の前に居宅サービ

ス計画の原案を担当者に提供し、サービス担当者

会議に個別サービス計画案の提出を求め、サービ

ス担当者会議において情報の共有や調整を図る

などの手法も有効である。  

(13) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作

成後、居宅サービス計画の実施状況の把握（利

用者についての継続的なアセスメントを含

む。）を行い、必要に応じて居宅サービス計画

の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡

調整その他の便宜の提供を行うものとする。 

(14) 介護支援専門員は、指定居宅サービス事業

者等から利用者に係る情報の提供を受けたと

きその他必要と認めるときは、利用者の服薬

状況、口腔機能その他の利用者の心身又は生

⑬ 居宅サービス計画の実施状況等の把握及び 

評価等（第 13号・第 14号）  

指定居宅介護支援においては、利用者の有する

解決すべき課題に即した適切なサービスを組み

合わせて利用者に提供し続けることが重要であ

る。このために介護支援専門員は、利用者の解決

すべき課題の変化に留意することが重要であり、

居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の

実施状況の把握（利用者についての継続的なアセ

スメントを含む。以下「モニタリング」という。）
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活の状況に係る情報のうち必要と認めるもの

を、利用者の同意を得て主治の医師若しくは

歯科医師又は薬剤師に提供するものとする。 

を行い、利用者の解決すべき課題の変化が認めら

れる場合等必要に応じて居宅サービス計画の変

更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その

他の便宜の提供を行うものとする。  

なお、利用者の解決すべき課題の変化は、利用

者に直接サービスを提供する指定居宅サービス

事業者等により把握されることも多いことから、

介護支援専門員は、当該指定居宅サービス事業者

等のサービス担当者と緊密な連携を図り、利用者

の解決すべき課題の変化が認められる場合には、

円滑に連絡が行われる体制の整備に努めなけれ

ばならない。  

また、利用者の服薬状況、口腔機能その他の利

用者の心身又は生活の状況に係る情報は、主治の

医師若しくは歯科医師又は薬剤師が医療サービ

スの必要性等を検討するにあたり有効な情報で

ある。このため、指定居宅介護支援の提供に当た

り、例えば、 

・薬が大量に余っている又は複数回分の薬を一度

に服用している 

・薬の服用を拒絶している 

・使いきらないうちに新たに薬が処方されている 

・口臭や口腔内出血がある 

・体重の増減が推測される見た目の変化がある 

・食事量や食事回数に変化がある 

・下痢や便秘が続いている 

・皮膚が乾燥していたり湿疹等がある 

・リハビリテーションの提供が必要と思われる状

態にあるにも関わらず提供されていない状況 

等の利用者の心身又は生活状況に係る情報を得

た場合は、それらの情報のうち、主治の医師若し

くは歯科医師又は薬剤師の助言が必要であると

介護支援専門員が判断したものについて、主治の

医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供するも

のとする。なお、ここでいう「主治の医師」につ

いては、要介護認定の申請のために主治医意見書

を記載した医師に限定されないことに留意する

こと。 

(15) 介護支援専門員は、第１３号に規定する実

施状況の把握（以下「モニタリング」という。）

に当たっては、利用者及びその家族、指定居

宅サービス事業者等との連絡を継続的に行う

こととし、特段の事情のない限り、次に定め

るところにより行わなければならない。 

ア 少なくとも１月に１回、利用者の居宅を

訪問し、利用者に面接すること。 

イ 少なくとも１月に１回、モニタリングの

結果を記録すること。 

⑭ モニタリングの実施（第 15 号）  

介護支援専門員は、モニタリングに当たって

は、居宅サービス計画の作成後においても、利用

者及びその家族、主治の医師、指定居宅サービス

事業者等との連絡を継続的に行うこととし、当該

指定居宅サービス事業者等の担当者との連携に

より、モニタリングが行われている場合において

も、特段の事情のない限り、少なくとも１月に１

回は利用者の居宅で面接を行い、かつ、少なくと

も１月に１回はモニタリングの結果を記録する

ことが必要である。  

また、「特段の事情」とは、利用者の事情によ

り、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するこ

とができない場合を主として指すものであり、介
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護支援専門員に起因する事情は含まれない。  

さらに、当該特段の事情がある場合について

は、その具体的な内容を記録しておくことが必要

である。なお、条例第 32 条第２項の規定に基づ

き、モニタリングの結果の記録は、５年間保存し

なければならない。 

(16) 介護支援専門員は、次に掲げる場合におい

ては、サービス担当者会議の開催により、居

宅サービス計画の変更の必要性について、担

当者から、専門的な見地からの意見を求める

ものとする。ただし、やむを得ない理由があ

る場合については、担当者に対する照会等に

より意見を求めることができるものとする。 

ア 要介護認定を受けている利用者が要介護

更新認定を受けた場合 

イ 要介護認定を受けている利用者が要介護

状態区分の変更の認定を受けた場合 

⑮ 居宅サービス計画の変更の必要性についての

サービス担当者会議等による専門的意見の聴取

（第 16 号）  

介護支援専門員は、利用者が要介護状態区分の

変更の認定を受けた場合など本号に掲げる場合

には、サービス担当者会議の開催により、居宅サ

ービス計画の変更の必要性について、担当者か

ら、専門的な見地からの意見を求めるものとす

る。ただし、やむを得ない理由がある場合につい

ては、サービス担当者に対する照会等により意見

を求めることができるものとする。なお、ここで

いうやむを得ない理由がある場合とは、開催の日

程調整を行ったが、サービス担当者の事由によ

り、サービス担当者会議への参加が得られなかっ

た場合や居宅サービス計画の変更から間もない

場合で利用者の状態に大きな変化が見られない

場合等が想定される。  

当該サービス担当者会議の要点又は当該担当

者への照会内容については記録するとともに、条

例第 32 条第２項の規定に基づき、当該記録は、

５年間保存しなければならない。  

また、前記の担当者からの意見により、居宅 

サービス計画の変更の必要がない場合において

も、記録の記載及び保存について同様である。  

(17) 第３号から第１２号までの規定は、第１３

号に規定する居宅サービス計画の変更につい

て準用する。 

⑯ 居宅サービス計画の変更（第 17 号）  

介護支援専門員は、居宅サービス計画を変更す

る際には、原則として、条例第 16 条第３号から

第 12 号までに規定された居宅サービス計画作成

に当たっての一連の業務を行うことが必要であ

る。  

なお、利用者の希望による軽微な変更（例えば

サービス提供日時の変更等で、介護支援専門員が

条例第 16 条第３号から第 12 号までに掲げる一

連の業務を行う必要性がないと判断したもの）を

行う場合には、この必要はないものとする。ただ

し、この場合においても、介護支援専門員が、利

用者の解決すべき課題の変化に留意することが

重要であることは、同条第 13 号（⑬居宅サービ

ス計画の実施状況等の把握及び評価等）に規定し

たとおりであるので念のため申し添える。 

(18) 介護支援専門員は、適切な保健医療サービ

ス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提

供された場合においても、利用者がその居宅

において日常生活を営むことが困難となった

と認める場合又は利用者が介護保険施設等へ

の入院又は入所を希望する場合には、介護保

⑰ 介護保険施設への紹介その他の便宜の提供 

（第 18 号）  

介護支援専門員は、適切な保健医療サービス及

び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供され

た場合においても、利用者がその居宅において日

常生活を営むことが困難となったと認める場合
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険施設等への紹介その他の便宜の提供を行う

ものとする。 

又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を

希望する場合には、介護保険施設はそれぞれ医療

機能等が異なることに鑑み、主治医の意見を参考

にする、主治医に意見を求める等をして介護保険

施設への紹介その他の便宜の提供を行うものと

する。 

(19) 介護支援専門員は、介護保険施設等から退

院又は退所しようとする要介護者から依頼が

あった場合には、居宅における生活へ円滑に

移行できるよう、あらかじめ、居宅サービス

計画の作成等の援助を行うものとする。 

⑱ 介護保険施設との連携（第 19 号）  

介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又

は退所しようとする要介護者から居宅介護支援

の依頼があった場合には、居宅における生活へ円

滑に移行できるよう、あらかじめ、居宅での生活

における介護上の留意点等の情報を介護保険施

設等の従業者から聴取する等の連携を図るとと

もに、居宅での生活を前提とした課題分析を行っ

た上で居宅サービス計画を作成する等の援助を

行うことが重要である。 

(20) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚

生労働大臣が定める回数以上の訪問介護（厚

生労働大臣が定めるものに限る。以下この号

において同じ。）を位置付ける場合にあって

は、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サ

ービス計画に訪問介護が必要な理由を記載す

るとともに、当該居宅サービス計画を市町村

に届け出なければならない。 

⑲ 居宅サービス計画の届出（第 20 号） 

  訪問介護（指定居宅サービスに要する費用の額

の算定に関する基準（平成 12 年厚生省告示第 19

号）別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の

１ 訪問介護費の注３に規定する生活援助が中

心である指定訪問介護に限る。以下この⑲におい

て同じ。）の利用回数が統計的にみて通常の居宅

サービス計画よりかけ離れている場合には、利用

者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用

等の観点から、市町村が確認し、必要に応じて是

正を促していくことが適当である。このため、条

例第 16 条第 20 号は、一定回数（条例第 16 条第

20 号により厚生労働大臣が定める回数をいう。

以下同じ。）以上の訪問介護を位置付ける場合に

その必要性を居宅サービス計画に記載するとと

もに、当該居宅サービス計画を市町村に届け出な

ければならないことを規定するものである。届出

にあたっては、当該月において作成又は変更（⑯

における軽微な変更を除く。）した居宅サービス

計画のうち一定回数以上の訪問介護を位置付け

たものについて、翌月の末日までに市町村に届け

出ることとする。なお、ここでいう当該月におい

て作成又は変更した居宅サービス計画とは、当該

月において利用者の同意を得て交付をした居宅

サービス計画をいう。 

  なお、条例第 16 条第 20 号については、平成

30 年 10 月１日より施行されるため、同年 10 月

以降に作成又は変更した居宅サービス計画につ

いて届出を行うこと。 
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(21) 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通

所リハビリテーション等の医療サービスの利

用を希望している場合その他必要な場合に

は、利用者の同意を得て主治の医師等の意見

を求めなければならない。 

(22) 前号の場合において、介護支援専門員は、

居宅サービス計画を作成した際には、当該居

宅 サービス計画を主治の医師等に交付しな

ければならない。 

(23) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪

問看護、通所リハビリテーション等の医療サ

ービスを位置付ける場合にあっては、当該医

療サービスに係る主治の医師等の指示がある

場合に限りこれを行うものとし、医療サービ

ス以外の指定居宅サービス等を位置付ける場

合にあっては、当該指定居宅サービス等に係

る主治の医師等の医学的観点からの留意事項

が示されているときは、当該留意点を尊重し

てこれを行うものとする。 

⑳ 主治の医師等の意見等 

（第 21 号・第 22 号・第 23 号）  

訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハ

ビリテーション、居宅療養管理指導、短期入所療

養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護（訪

問看護サービスを利用する場合に限る。）及び看

護小規模多機能型居宅介護（訪問看護サービスを

利用する場合に限る。）については、主治の医師

又は歯科医師（以下「主治の医師等」という。）

等がその必要性を認めたものに限られるもので

あることから、介護支援専門員は、これらの医療

サービスを居宅サービス計画に位置付ける場合

にあっては主治の医師等の指示があることを確

認しなければならない。 

このため、利用者がこれらの医療サービスを希

望している場合その他必要な場合には、介護支援

専門員は、あらかじめ、利用者の同意を得て主治

の医師等の意見を求めるとともに、主治の医師等

とのより円滑な連携に資するよう、当該意見を踏

まえて作成した居宅サービス計画については、意

見を求めた主治の医師等に交付しなければなら

ない。なお、交付の方法については、対面のほか、

郵送やメール等によることも差し支えない。ま

た、ここで意見を求める「主治の医師等」につい

ては、要介護認定の申請のために主治医意見書を

記載した医師に限定されないことに留意するこ

と。 

なお、医療サービス以外の指定居宅サービス等

を居宅サービス計画に位置付ける場合にあって、

当該指定居宅サービス等に係る主治の医師等の

医学的観点からの留意事項が示されているとき

は、介護支援専門員は、当該留意点を尊重して居

宅介護支援を行うものとする。 

(24) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に短

期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置

付ける場合にあっては、利用者の居宅におけ

る自立した日常生活の維持に十分に留意する

ものとし、利用者の心身の状況等を勘案して

特に必要と認められる場合を除き、短期入所

生活介護及び短期入所療養介護を利用する日

数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を

超えないようにしなければならない。 

㉑ 短期入所生活介護及び短期入所療養介護の居

宅サービス計画への位置付け（第 24 号）  

短期入所生活介護及び短期入所療養介護（以下

「短期入所サービス」という。）は、利用者の自

立した日常生活の維持のために利用されるもの

であり、指定居宅介護支援を行う介護支援専門員

は、短期入所サービスを位置付ける居宅サービス

計画の作成に当たって、利用者にとってこれらの

居宅サービスが在宅生活の維持につながるよう

に十分に留意しなければならないことを明確化

したものである。  

この場合において、短期入所サービスの利用日

数に係る「要介護認定の有効期間のおおむね半数

を超えない」という目安については、居宅サービ

ス計画の作成過程における個々の利用者の心身

の状況やその置かれている環境等の適切な評価

に基づき、在宅生活の維持のための必要性に応じ

て弾力的に運用することが可能であり、要介護認

定の有効期間の半数の日数以内であるかについ
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て機械的な運用を求めるものではない。  

従って、利用者の心身の状況及び本人、家族等

の意向に照らし、この目安を超えて短期入所サー

ビスの利用が特に必要と認められる場合におい

ては、これを上回る日数の短期入所サービスを居

宅サービス計画に位置付けることも可能である。 

(25) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に福

祉用具貸与を位置付ける場合にあっては、その

利用の妥当性を検討し、当該計画に福祉用具貸

与が必要な理由を記載するとともに、必要に応

じて随時サービス担当者会議を開催し、継続し

て福祉用具貸与を受ける必要性について検証

をした上で、継続して福祉用具貸与を受ける必

要がある場合にはその理由を居宅サービス計

画に記載しなければならない。 

(26) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に特

定福祉用具販売を位置付ける場合にあっては、

その利用の妥当性を検討し、当該計画に特定福

祉用具販売が必要な理由を記載しなければな

らない。 

㉒ 福祉用具貸与及び特定福祉用具販売の居宅 

サービス計画への反映（第 25 号・第 26 号）  

福祉用具貸与及び特定福祉用具販売について

は、その特性と利用者の心身の状況等を踏まえ

て、その必要性を十分に検討せずに選定した場

合、利用者の自立支援は大きく阻害されるおそれ

があることから、検討の過程を別途記録する必要

がある。  

このため、介護支援専門員は、居宅サービス計

画に福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を位置

付ける場合には、サービス担当者会議を開催し、

当該計画に福祉用具貸与及び特定福祉用具販売

が必要な理由を記載しなければならない。  

なお、福祉用具貸与については、居宅サービス

計画作成後必要に応じて随時サービス担当者会

議を開催して、利用者が継続して福祉用具貸与を

受ける必要性について専門的意見を聴取すると

ともに検証し、継続して福祉用具貸与を受ける必

要がある場合には、その理由を再び居宅サービス

計画に記載しなければならない。  

また、福祉用具貸与については以下の項目につ

いて留意することとする。  

ア 介護支援専門員は、要介護１の利用者（以下

「軽度者」という。）の居宅サービス計画に指

定福祉用具貸与を位置付ける場合には、「厚生

労働大臣が定める基準に適合する利用者等」

（平成 27 年厚生労働省告示第 94 号）第 31 号

のイで定める状態像の者であることを確認す

るため、当該軽度者の「要介護認定等基準時間

の推計の方法」（平成 12 年厚生省告示第 91 号）

別表第１の調査票について必要な部分（実施日

時、調査対象者等の時点の確認及び本人確認が

できる部分並びに基本調査の回答で当該軽度

者の状態像の確認が必要な部分）の写し（以下

「調査票の写し」という。）を市町村から入手

しなければならない。 ただし、当該軽度者が

これらの結果を介護支援専門員へ提示するこ

とに、あらかじめ同意していない場合について

は、当該軽度者の調査票の写しを本人に情報開

示させ、それを入手しなければならない。  

イ 介護支援専門員は、当該軽度者の調査票の写

しを指定福祉用具貸与事業者へ提示すること

に同意を得たうえで、市町村より入手した調査

票の写しについて、その内容が確認できる文書

を指定福祉用具貸与事業者へ送付しなければ

ならない。  
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ウ 介護支援専門員は、当該軽度者が「指定居宅

サービスに要する費用の額の算定に関する基

準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び

福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支

援に要する費用の額の算定に関する基準の制

定に伴う実施上の留意事項について」（平成 12

年老企第 36 号）の第２の９(２)①ウの判断方

法による場合については、福祉用具の必要性を

判断するため、利用者の状態像が、同ⅰ）から

ⅲ）までのいずれかに該当する旨について、主

治医意見書による方法のほか、医師の診断書又

は医師から所見を聴取する方法により、当該医

師の所見及び医師の名前を居宅サービス計画

に記載しなければならない。この場合におい

て、介護支援専門員は、指定福祉用具貸与事業

者より、当該軽度者に係る医師の所見及び医師

の名前について確認があったときには、利用者

の同意を得て、適切にその内容について情報提

供しなければならない。 

(27) 介護支援専門員は、利用者が提示する被保険

者証に、認定審査会意見又は法第３７条第１項

の規定による指定に係る居宅サービス若しくは

地域密着型サービスの種類についての記載があ

る場合には、利用者にその趣旨（同項の規定に

よる指定に係る居宅サービス若しくは地域密着

型サービスの種類については、その変更の申請

ができることを含む。）を説明し、理解を得た上

で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成

しなければならない。 

㉓ 認定審査会意見等の居宅サービス計画への 

反映（第 27 号） 

指定居宅サービス事業者は、法第 73 条第２項

の規定に基づき認定審査会意見が被保険者証に

記されているときは、当該意見に従って、当該被

保険者に当該指定居宅サービスを提供するよう

に努める必要があり、介護支援専門員は、利用者

が提示する被保険者証にこれらの記載がある場

合には、利用者にその趣旨（法第 37 条第１項の

指定に係る居宅サービス若しくは地域密着型サ

ービス種類については、その変更の申請ができる

ことを含む。）について説明し、理解を得た上で、

その内容に沿って居宅サービス計画を作成する

必要がある。 

(28) 介護支援専門員は、要介護認定を受けてい

る利用者が要支援認定を受けた場合には、指定

介護予防支援事業者と当該利用者に係る必要

な情報を提供する等の連携を図るものとする。 

㉔ 指定介護予防支援事業者との連携（第 28 号） 

要介護認定を受けている利用者が要支援認定

を受けた場合には、指定介護予防支援事業者が当

該利用者の介護予防サービス計画を作成するこ

とになるため、速やかに適切な介護予防サービス

計画の作成に着手できるよう、指定居宅介護支援

事業所は、指定介護予防支援事業者と当該利用者

に係る必要な情報を提供する等の連携を図るこ

ととしたものである。 

 

(29) 指定居宅介護支援事業者は、法第１１５条の

２３第３項の規定に基づき、指定介護予防支援

事業者から指定介護予防支援の業務の委託を受

けるに当たっては、その業務量等を勘案し、当

該指定居宅介護支援事業者が行う指定居宅介護

支援の業務が適正に実施できるよう配慮しなけ

ればならない。 

㉕ 指定介護予防支援業務の受託に関する留意点

（第 29 号）  

指定居宅介護支援事業者は、指定介護予防支援

業務を受託するにあたっては、その業務量等を勘

案し、指定介護予防支援業務を受託することによ

って、当該指定居宅介護支援事業者が本来行うべ

き指定居宅介護支援業務の適正な実施に影響を

及ぼすことのないよう配慮しなければならない。 
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(30) 指定居宅介護支援事業者は、法第１１５条の

４８第４項の規定に基づき、同条第１項に規定

する会議から、同条第２項の検討を行うための

資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な

協力の求めがあった場合には、これに協力する

よう努めなければならない。 

㉖ 地域ケア会議への協力（第 30 号） 

地域包括ケアシステムの構築を推進するため、

地域ケア会議が介護保険法上に位置付けられ、関

係者等は会議から資料又は情報の提供の求めが

あった場合には、これに協力するよう努めること

について規定されたところである。地域ケア会議

は、個別ケースの支援内容の検討を通じて、法の

理念に基づいた高齢者の自立支援に資するケア

マネジメントの支援、高齢者の実態把握や課題解

決のための地域包括支援ネットワークの構築及

び個別ケースの課題分析等を行うことによる地

域課題の把握を行うことなどを目的としている

ことから、指定居宅介護支援事業者は、その趣

旨・目的に鑑み、より積極的に協力することが求

められる。そのため、地域ケア会議から個別のケ

アマネジメントの事例の提供の求めがあった場

合には、これに協力するよう努めなければならな

いことについて、具体的取扱方針においても、規

定を設けたものである。 

（法定代理受領サービスに係る報告） 

第１７条 指定居宅介護支援事業者は、毎月、市町

村（法第４１条第１０項の規定により同条第９項

の規定による審査及び支払に関する事務を国民

健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和３３

年法律第１９２号）第４５条第５項に規定する国

民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。）に委

託している場合にあっては、当該国民健康保険団

体連合会）に対し、居宅サービス計画において位

置付けられている指定居宅サービス等のうち法

定代理受領サービス（法第４１条第６項の規定に

より居宅介護サービス費が利用者に代わり当該

指定居宅サービス事業者に支払われる場合の当

該居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス

をいう。）として位置付けたものに関する情報を

記載した文書を提出しなければならない。 

(８) 法定代理受領サービスに係る報告  

① 条例第 17 条第１項は、居宅介護サービス費を

利用者に代わり当該指定居宅サービス事業者に

支払うための手続きとして、指定居宅介護支援事

業者に、市町村（国民健康保険団体連合会に委託

している場合にあっては当該国民健康保険団体

連合会）に対して、居宅サービス計画において位

置付けられている指定居宅サービス等のうち法

定代理受領サービスとして位置付けたものに関

する情報を記載した文書（給付管理票）を毎月提

出することを義務づけたものである。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、居宅サービス計画

に位置付けられている基準該当居宅サービスに

係る特例居宅介護サービス費の支給に係る事務

に必要な情報を記載した文書を、市町村（当該事

務を国民健康保険団体連合会に委託している場

合にあっては、当該国民健康保険団体連合会）に

対して提出しなければならない。 

② 同条第２項は、指定居宅介護支援事業者が居宅

サービス計画に位置付けられている基準該当居

宅サービスに係る情報を指定居宅サービスに係

る情報と合わせて市町村（国民健康保険団体連合

会に委託している場合にあっては当該国民健康

保険団体連合会）に対して提供することにより、

基準該当居宅サービスに係る特例居宅介護サー

ビス費又は特例居宅支援サービス費の支払事務

が、居宅サービス計画に位置付けられている指定

居宅サービスに係る居宅介護サービス費の支払

を待つことなく、これと同時並行的に行うことが

できるようにするための規定である。 

(利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付) 

第１８条 指定居宅介護支援事業者は、利用者が他

の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合、要

介護認定を受けている利用者が要支援認定を受

けた場合その他利用者からの申出があった場合

(９) 利用者に対する居宅サービス計画等の書類

の交付 

条例第 18 条は、利用者が指定居宅介護支援事

業者を変更した場合に、変更後の指定居宅介護支

援事業者又は指定介護予防支援事業者が滞りな
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には、当該利用者に対し、直近の居宅サービス計

画及びその実施状況に関する書類を交付しなけ

ればならない。 

く給付管理票の作成・届出等の事務を行うことが

できるよう、指定居宅介護支援事業者は、利用者

が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場

合、要介護認定を受けている利用者が要支援認定

を受けた場合、その他利用者からの申し出があっ

た場合には、当該利用者に対し、直近の居宅サー

ビス計画及びその実施状況に関する書類を交付

しなければならないこととしたものである。 

 

（利用者に関する市町村への通知） 

第１９条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介

護支援を受けている利用者が次のいずれかに該

当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を

市町村に通知しなければならない。 

(1) 正当な理由なしに介護給付等対象サービス

の利用に関する指示に従わないこと等により、

要介護状態の程度を増進させたと認められる

とき。 

(2) 偽りその他不正の行為によって保険給付の

支給を受け、又は受けようとしたとき。 

(10) 利用者に関する市町村への通知  

条例第 19 条は、偽りその他不正の行為によっ

て保険給付を受けた者及び自己の故意の犯罪行

為若しくは重大な過失等により、要介護状態若し

くはその原因となった事故を生じさせるなどし

た者については、市町村が、介護保険法第 22 条

第１項に基づく既に支払った保険給付の徴収又

は第 64 条に基づく保険給付の制限を行うことが

できることに鑑み、指定居宅介護支援事業者が、

その利用者に関し、保険給付の適正化の観点から

市町村に通知しなければならない事由を列記し

たものである。  

 

（管理者の責務） 

第２０条 指定居宅介護支援事業所の管理者は、当

該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員そ

の他の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用の

申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他

の管理を一元的に行わなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定

居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の

従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な

指揮命令を行うものとする。 

 

 

（運営規程） 

第２１条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介

護支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営につ

いての重要事項に関する規程（以下「運営規程」

という。）を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 職員の職種、員数及び職務内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用

料その他の費用の額 

(5) 通常の事業の実施地域 

(6) その他運営に関する重要事項 

(11) 運営規程  

条例第 21 条は、指定居宅介護支援の事業の適

正な運営及び利用者等に対する適切な指定居宅

介護支援の提供を確保するため、同条第１号から

第６号までに掲げる事項を内容とする規定を定

めることを指定居宅介護支援事業所ごとに義務

づけたものである。特に次の点に留意する必要が

ある。  

① 職員の職種、員数及び職務内容（第２号）  

職員については、介護支援専門員とその他の職

員に区分し、員数及び職務内容を記載することと

する。  

② 指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料

その他の費用の額（第４号）  

指定居宅介護支援の提供方法及び内容につい

ては、利用者の相談を受ける場所、課題分析の手

順等を記載するものとする。 

③ 通常の事業の実施地域（第５号）  

通常の事業の実施地域は、客観的にその区域が
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特定されるものとすること。なお、通常の事業の

実施地域は、利用申込に係る調整等の観点からの

目安であり、当該地域を越えて指定居宅介護支援

が行われることを妨げるものではない。 

（勤務体制の確保） 

第２２条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対

し適切な指定居宅介護支援を提供できるよう、指

定居宅介護支援事業所ごとに介護支援専門員そ

の他の従業者の勤務の体制を定めておかなけれ

ばならない。 

(12) 勤務体制の確保  

条例第 22 条は、利用者に対する適切な指定居宅

介護支援の提供を確保するため、職員の勤務体制

等を規定したものであるが、次の点に留意する必

要がある。  

① 指定居宅介護支援事業所ごとに、原則として月

ごとの勤務表を作成し、介護支援専門員について

は、日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者

との兼務関係等を明確にする。  

なお、当該勤務の状況等は、条例第 20 条によ

り指定居宅介護支援事業所の管理者が管理する

必要があり、非常勤の介護支援専門員を含めて当

該指定居宅介護支援事業所の業務として一体的

に管理されていることが必要である。従って、非

常勤の介護支援専門員が兼務する業務の事業所

を居宅介護支援の拠点とし独立して利用者ごと

の居宅介護支援台帳の保管を行うようなことは

認められないものである。  

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援

事業所ごとに、当該指定居宅介護支援事業所の介

護支援専門員に指定居宅介護支援の業務を担当

させなければならない。ただし、介護支援専門員

の補助の業務については、この限りでない。 

② 同条第２項は、当該指定居宅介護支援事業所の

従業者たる介護支援専門員が指定居宅介護支援

を担当するべきことを規定したものであり、当該

事業所と介護支援専門員の関係については、当該

事業所の管理者の指揮命令が介護支援専門員に

対して及ぶことが要件となるが、雇用契約に限定

されるものではないものである。  

３ 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の

資質の向上のために、その研修の機会を確保しな

ければならない。 

③ 同条第３項は、より適切な指定居宅介護支援を

行うために、介護支援専門員の研修の重要性につ

いて規定したものであり、指定居宅介護支援事業

者は、介護支援専門員の資質の向上を図る研修の

機会を確保しなければならない。特に、介護支援

専門員実務研修修了後、初めて就業した介護支援

専門員については、就業後６月から１年の間に都

道府県等が行う初任者向けの研修を受講する機

会を確保しなければならない。 

（設備及び備品等） 

第２３条 指定居宅介護支援事業者は、事業を行う

ために必要な広さの区画を有するとともに、指定

居宅介護支援の提供に必要な設備及び備品等を

備えなければならない。 

(13) 設備及び備品等  

条例第 23 条に掲げる設備及び備品等について

は、次の点に留意するものである。  

① 指定居宅介護支援事業所には、事業の運営を行

うために必要な面積を有する専用の事務室を設

けることが望ましいが、他の事業の用に供するも

のと明確に区分される場合は、他の事業との同一

の事務室であっても差し支えないこと。なお、同

一事業所において他の事業を行う場合に、業務に

支障がないときは、それぞれの事業を行うための

区画が明確に特定されていれば足りるものとす

る。  

② 専用の事務室又は区画については、相談、サー

ビス担当者会議等に対応するのに適切なスペー
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スを確保することとし、相談のためのスペース等

は利用者が直接出入りできるなど利用しやすい

構造とすること。  

③ 指定居宅介護支援に必要な設備及び備品等を

確保すること。ただし、他の事業所及び施設等と

同一敷地内にある場合であって、指定居宅介護支

援の事業及び当該他の事業所及び施設等の運営

に支障がない場合は、当該他の事業所及び施設等

に備え付けられた設備及び備品等を使用するこ

とができるものとする。  

（従業者の健康管理） 

第２４条 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専

門員の清潔の保持及び健康状態について、必要な

管理を行わなければならない。 

 

（掲示） 

第２５条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介

護支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概

要、介護支援専門員の勤務の体制その他の利用申

込者のサービスの選択に資すると認められる重

要事項を掲示しなければならない。 

(14) 掲示  

条例第 25 条は、条例第７条の規定により居宅介

護支援の提供開始時に利用者のサービスの選択に

資する重要事項（その内容については(１)参照）を

利用者及びその家族に対して説明を行った上で同

意を得ることとしていることに加え、指定居宅介

護支援事業所への当該重要事項の掲示を義務づけ

ることにより、サービス提供が開始された後、継

続的にサービスが行われている段階においても利

用者の保護を図る趣旨である。 

（秘密保持） 

第２６条 指定居宅介護支援事業所の介護支援専

門員その他の従業者は、正当な理由がなく、その

業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏

らしてはならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員そ

の他の従業者であった者が、正当な理由がなく、

その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密

を漏らすことのないよう、必要な措置を講じなけ

ればならない。 

(15) 秘密保持  

① 条例第 26 条第１項は、指定居宅介護支援事業

所の介護支援専門員その他の従業者に、その業務

上知り得た利用者又はその家族の秘密の保持を

義務づけたものである。  

② 同条第２項は、指定居宅介護支援事業者に対し

て、過去に当該指定居宅介護支援事業所の介護支

援専門員その他の従業者であった者が、その業務

上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らす

ことがないよう必要な措置を取ることを義務づ

けたものであり、具体的には、指定居宅介護支援

事業者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支

援専門員その他の従業者が、従業者でなくなった

後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従

業者の雇用時に取り決め、例えば違約金について

の定めを置くなどの措置を講ずべきこととする

ものである。  

３ 指定居宅介護支援事業者は、サービス担当者会

議等において、利用者の個人情報を用いる場合は

当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を

用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書

により得ておかなければならない。 

③ 同条第３項は、介護支援専門員及び居宅サービ

ス計画に位置付けた各居宅サービスの担当者が

課題分析情報等を通じて利用者の有する問題点

や解決すべき課題等の個人情報を共有するため

には、あらかじめ、文書により利用者及びその家

族から同意を得る必要があることを規定したも

のであるが、この同意については、指定居宅介護

支援事業者が、指定居宅介護支援開始時に、利用

者及びその家族の代表から、連携するサービス担

当者間で個人情報を用いることについて包括的

に同意を得ることで足りるものである。  
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（広告） 

第２７条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介

護支援事業所について広告をする場合において

は、その内容が虚偽又は誇大なものであってはな

らない。 

 

（居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等） 

第２８条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅

介護支援事業所の管理者は、居宅サービス計画の

作成又は変更に関し、当該指定居宅介護支援事業

所の介護支援専門員に対して特定の居宅サービ

ス事業者等によるサービスを位置付けるべき旨

の指示等を行ってはならない。 

(16) 居宅サービス事業者等からの利益収受の 

禁止等  

① 条例第 28 条第１項は、居宅サービス計画の作

成又は変更に関し、指定居宅介護支援事業者及び

指定居宅介護支援事業所の管理者が当該居宅介

護支援事業所の介護支援専門員に利益誘導のた

めに特定の居宅サービス事業者等によるサービ

スを位置付ける旨の指示等を行うことを禁じた

規定である。これは、居宅サービス計画があくま

で利用者の解決すべき課題に即したものでなけ

ればならないという居宅介護支援の公正中立の

原則の遵守をうたったものであり、例えば、指定

居宅介護支援事業者又は指定居宅介護支援事業

所の管理者が、同一法人系列の居宅サービス事業

者のみを位置付けるように指示すること等によ

り、解決すべき課題に反するばかりでなく、事実

上他の居宅サービス事業者の利用を妨げること

を指すものである。また、介護支援専門員は、居

宅介護支援費の加算を得るために、解決すべき課

題に即さない居宅サービスを居宅サービス計画

に位置付けることがあってはならない。ましてや

指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援

事業所の管理者は、当該居宅介護支援事業所の介

護支援専門員に同旨の指示をしてはならない。 

２ 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、

居宅サービス計画の作成又は変更に関し、利用者

に対して特定の居宅サービス事業者等によるサ

ービスを利用すべき旨の指示等を行ってはなら

ない。 

② 同条第２項は、指定居宅介護支援事業所の介護

支援専門員が利用者に利益誘導のために特定の

居宅サービス事業者等によるサービスを利用す

べき旨の指示等を行うことを禁じた規定である。

これも前項に規定した指定居宅介護支援の公正

中立の原則の遵守をうたったものであり、例え

ば、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員

が、同一法人系列の居宅サービス事業者のみを利

用するように指示すること等により、解決すべき

課題に反するばかりでなく、事実上他の居宅サー

ビス事業者の利用を妨げることを指すものであ

る。また、介護支援専門員は、居宅介護支援費の

加算を得るために、解決すべき課題に即さない居

宅サービスを居宅サービス計画に位置付けるこ

とがあってはならない。  

３ 指定居宅介護支援事業者及びその従業者は、居

宅サービス計画の作成又は変更に関し、利用者に

対して特定の居宅サービス事業者等によるサー

ビスを利用させることの対償として、当該居宅サ

ービス事業者等から金品その他の財産上の利益

を収受してはならない。 

③ 同条第３項は、居宅介護支援の公正中立性を確

保するために、指定居宅介護支援事業者及びその

従業者が、利用者に対して特定の居宅サービス事

業者等によるサービスを利用させることの対償

として、当該居宅サービス事業者等から、金品そ

の他の財産上の利益を収受してはならないこと

としたものである。  
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（苦情処理） 

第２９条 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供し

た指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計

画に位置付けた指定居宅サービス等（第６項にお

いて「指定居宅介護支援等」という。）に対する

利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切

に対応しなければならない。 

(17) 苦情処理  

① 条例第 29 条第１項は、利用者の保護及び適切

かつ円滑な指定居宅介護支援、指定居宅サービス

等の利用に資するため、自ら提供した指定居宅介

護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付け

た指定居宅サービス等に対する利用者及びその

家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなけれ

ばならないこととしたものである。具体的には、

指定居宅介護支援等についての苦情の場合には、

当該事業者は、利用者又はその家族、指定居宅サ

ービス事業者等から事情を聞き、苦情に係る問題

点を把握の上、対応策を検討し必要に応じて利用

者に説明しなければならないものである。  

なお、介護保険法第 23 条の規定に基づき、市

町村から居宅サービス計画の提出を求められた

場合には、条例第 29 条第３項の規定に基づいて、

その求めに応じなければならないものである。  

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項の苦情を受け

付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなけれ

ばならない。 

② 同条第２項は、苦情に対し指定居宅介護支援事

業者が組織として迅速かつ適切に対応するため、

当該苦情（指定居宅介護支援事業者が提供したサ

ービスとは関係のないものを除く。）の内容等を

記録することを義務づけたものである。  

また、指定居宅介護支援事業者は、苦情がサー

ビスの質の向上を図る上での重要な情報である

との認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービス

の質の向上に向けた取組を自ら行うべきである。  

なお、条例第 32 条第２項の規定に基づき、苦

情の内容等の記録は、５年間保存しなければなら

ない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定

居宅介護支援に関し、法第２３条の規定により市

町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提

示の求め又は当該市町村の職員からの質問若し

くは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して

市町村が行う調査に協力するとともに、市町村か

ら指導又は助言を受けた場合においては、当該指

導又は助言に従って必要な改善を行わなければ

ならない。 

③ 同条第３項は、介護保険法上、苦情処理に関す

る業務を行うことが位置付けられている国民健

康保険団体連合会のみならず、住民に最も身近な

行政庁である市町村が、一次的には居宅サービス

等に関する苦情に対応することが多くなること

と考えられることから、市町村についても国民健

康保険団体連合会と同様に、指定居宅介護支援事

業者に対する苦情に関する調査や指導、助言を行

えることを運営基準上、明確にしたものである。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、市町村からの求め

があった場合には、前項の改善の内容を市町村に

報告しなければならない。 

５ 指定居宅介護支援事業者は、自らが居宅サービ

ス計画に位置付けた指定居宅サービス又は指定

地域密着型サービスに対する苦情の国民健康保

険団体連合会への申立てに関して、利用者に対し

必要な援助を行わなければならない。 

６ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援

等に対する利用者からの苦情に関して国民健康

保険団体連合会が行う法第１７６条第１項第３

号の調査に協力するとともに、自ら提供した指定

居宅介護支援に関して国民健康保険団体連合会

から同号の指導又は助言を受けた場合において

④ なお、指定居宅介護支援事業者は、当該事業所

における苦情を処理するために講ずる措置の概

要について明らかにし、相談窓口の連絡先、苦情

処理の体制及び手順等を利用申込者にサービス

の内容を説明する文書に記載するとともに、事業

所に掲示するべきものである。  
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は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わ

なければならない。 

７ 指定居宅介護支援事業者は、国民健康保険団体

連合会からの求めがあった場合には、前項の改善

の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなけ

ればならない。 

（事故発生時の対応） 

第３０条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対

する指定居宅介護支援の提供により事故が発生

した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等

に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項の事故の状況

及び事故に際して採った処置について記録しな

ければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指

定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が

発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなけ

ればならない。 

(18) 事故発生時の対応  

条例第 30 条は、利用者が安心して指定居宅介

護支援の提供を受けられるよう事故発生時の速

やかな対応を規定したものである。指定居宅介護

支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援

の提供により事故が発生した場合は、市町村、当

該利用者の家族等に連絡し、必要な措置を講じる

べきこととするとともに、当該事故の状況及び事

故に際して採った処置について記録し、また、利

用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠

償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速

やかに行うべきこととしたものである。  

なお、条例第 32 条第２項の規定に基づき、事

故の状況及び事故に際して採った処置について

の記録は、５年間保存しなければならない。  

このほか、以下の点に留意されたい。  

① 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指

定居宅介護支援の提供により事故が発生した場

合の対応方法について、あらかじめ定めておくこ

とが望ましいこと。  

② 指定居宅介護支援事業者は、賠償すべき事態と

なった場合には、速やかに賠償しなければならな

い。そのため、事業者は損害賠償保険に加入して

おくか若しくは賠償資力を有することが望まし

いこと。  

③ 指定居宅介護支援事業者は、事故が生じた際に

はその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を

講じること。  

（会計の区分） 

第３１条 指定居宅介護支援事業者は、事業所ごと

に経理を区分するとともに、指定居宅介護支援の

事業の会計とその他の事業の会計とを区分しな

ければならない。 

(19) 会計の区分  

条例第 31 条は、指定居宅介護支援事業者に係る

会計の区分について定めたものである。なお、具

体的な会計処理の方法等については、別に通知す

るところによるものである。  

（記録の整備） 

第３２条 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専

門員その他の従業者、設備、備品及び会計に関す

る諸記録を整備し、当該記録のうち次に掲げる記

録をその完結の日から５年間保存しなければな

らない。 

(1) 介護支援専門員その他の従業者に係る次に

掲げる記録 

 ア 勤務の体制についての記録 

 イ その職務に従事するに当たって必要な資

格を証する書面の写し 

(2) 居宅介護サービス計画費の請求に関して国

民健康保険団体連合会に提出したものの写し 
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２ 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指

定居宅介護支援の提供に関する次に掲げる記録

を整備し、その完結の日から５年間保存しなけれ

ばならない。 

(1) 第１６条第１３号に規定する指定居宅サー

ビス事業者等との連絡調整に関する記録 

(2) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載

した居宅介護支援台帳 

ア 居宅サービス計画 

イ 第１６条第７号に規定するアセスメント

の結果の記録 

ウ 第１６条第９号に規定するサービス担当

者会議等の記録 

エ 第１６条第１５号に規定するモニタリン

グの結果の記録 

(3) 第１９条に規定する市町村への通知に係る

記録 

(4) 第２９条第２項に規定する苦情の内容等の

記録 

(5) 第３０条第２項に規定する事故の状況及び

事故に際して採った処置についての記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 基準該当居宅介護支援に関する基準 

（準用） 

第３３条 第４条、第２章及び前章（第２９条第６

項及び第７項を除く。）の規定は、基準該当居宅

介護支援の事業について準用する。この場合にお

いて、第７条第１項中「第２１条」とあるのは「第

３３条において準用する第２１条」と、第１３条

第１項中「指定居宅介護支援（法第４６条第４項

の規定に基づき居宅介護サービス計画費が当該

指定居宅介護支援事業者に支払われる場合に係

るものを除く。）」とあるのは「基準該当居宅介護

支援」と、「居宅介護サービス計画費の額」とあ

るのは「特例居宅介護サービス計画費の額」と読

み替えるものとする。 

４ 基準該当居宅介護支援に関する基準  

条例第４条、第２章から第３章（第 29 条第６項及

び第７項を除く。）の規定は、基準該当居宅介護支

援の事業について準用されるため、１から３まで

（「基本方針」「人員に関する基準」及び「運営に関

する基準」）を参照されたい。この場合において、

準用される条例第 13 条第１項の規定は、基準該当

居宅介護支援事業者が利用者から受領する利用料

と、原則として特例居宅介護サービス計画費との間

に不合理な差異が生じることを禁ずることにより、

基準該当居宅介護支援についても原則として利用

者負担が生じないこととする趣旨であることに留

意されたい。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成３０年４月１日（以下「施

行日」という。）から施行する。ただし、第１６

条第２０号の規定は、同年１０月１日から施行す

る。 

（経過措置） 

第２条 平成３３年３月３１日までの間は、第６条

第２項の規定にかかわらず、介護支援専門員（主

任介護支援専門員を除く。）を同条第１項に規定

する管理者とすることができる。 

第３条 第３２条（第３３条において準用する場合

を含む。）の規定は、施行日において現に保存さ

れている記録及び施行日以後の完結に係る記録

について適用する。 
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７ 指定居宅介護支援事業者の介護報酬基準 

 

○ 介護報酬基準 

居宅介護支援費の算定に関する基準の内容は、厚生労働省関係告示により定められて

おり、市内の指定居宅介護支援事業者は厚生労働省関係告示その他関係通知等を遵守し

た上で介護報酬を請求する必要があります。 

 

○ 主な関係告示等 

①  指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準 

（平成１２年厚生省告示第２０号） 

→居宅介護支援費に関する基準を定めた告示（いわゆる算定基準） 

 

②  厚生労働大臣が定める基準（平成２７年厚生労働省告示第９５号） 

→算定基準で示された内容の一部について、具体的な内容を定めた告示 

（いわゆる定める基準） 

 

③  指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居

宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用

の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について 

（平成１２年老企第３６号） 

→算定基準の留意事項を示した通知（いわゆる解釈通知） 

 

○ 平成３０年度介護報酬改定 

 

① 基本報酬の見直し 

 

○ 居宅介護支援費（Ⅰ） 

 旧  新 

要介護１又は２ １，０４２単位／月 １，０５３単位／月 

要介護３、４又は５ １，３５３単位／月 １，３６８単位／月 

 

○ 居宅介護支援費（Ⅱ） 

 旧  新 

要介護１又は２ ５２１単位／月 ５２７単位／月 

要介護３、４又は５ ６７７単位／月 ６８４単位／月 

 

○ 居宅介護支援費（Ⅲ） 

 旧  新 

要介護１又は２ ３１３単位／月 ３１６単位／月 

要介護３、４又は５ ４０６単位／月 ４１０単位／月 
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② 入院時情報連携加算の見直し（医療と介護の連携の強化） 

○  入院後３日以内の情報提供を新たに評価するとともに、情報提供の方法による

差は設けないこととされた。（解釈通知事項） 

○  より効果的な連携となるよう、入院時に医療機関が求める利用者の情報を様式

例として示されたこと。 

○ 算定基準の内容 

利用者が病院又は診療所に入院する場合に当たって、当該病院又は診療所の職

員に対して、当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情

報を提供した場合は、別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用

者１人につき１月に１回を限度として所定単位数を加算する。ただし、次に掲げ

るいずれの加算の算定をしている場合においては、次に掲げるその他の加算は算

定しない。 

イ 入院時情報連携加算（Ⅰ）   ２００単位 

ロ 入院時情報連携加算（Ⅱ）   １００単位 

 

○ 定める基準の内容 

イ 入院時情報連携加算（Ⅰ） 

利用者が病院又は診療所に入院してから３日以内に、当該病院又は診療所の

職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供していること。 

ロ 入院時情報連携加算（Ⅱ） 

利用者が病院又は診療所に入院してから４日以上７日以内に、当該病院又は

診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供していること。 

 

○ 解釈通知の内容 

入院時情報連携加算について 

（１）総論 

   「必要な情報」とは、具体的には、当該利用者の入院日、心身の状況（例

えば、疾病・病歴、認知症の有無や徘徊等の行動の有無など）、生活環境（例

えば、家族構成、生活歴、介護者の介護方法や家族介護者の状況など）及び

サービスの利用状況をいう。当該加算については、利用者１人につき、１月

に１回を限度として算定することとする。 

   また、情報提供を行った日時、場所（医療機関に出向いた場合）、内容、

提供手段（面談、FAX 等）等について居宅サービス計画等に記載すること。 

なお、情報提供の方法として、居宅サービス計画等の活用が考えられる。 

（２）入院時情報連携加算（Ⅰ） 

   利用者が入院してから３日以内に、医療機関の職員に対して必要な情報を

提供した場合に所定単位数を算定する。 

（３）入院時情報連携加算（Ⅱ） 

   利用者が入院してから４日以上７日以内に、医療機関の職員に対して必要

な情報を提供した場合に所定単位数を算定する。 
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記入日：　　　年　　　月　　　日

入院日：　　　年　　　月　　　日

:　　　年　　　月　　　日

入院時情報提供書

１．利用者(患者)基本情報について

　年　　　　月　　　　日 生

　□ 自立   □ J１   □ J２   □ A１   □ A２   □ B１   □ B２   □ C１   □ C２                

　□ 自立    □　Ⅰ    □　Ⅱa    □　Ⅱb    □　Ⅲa    □　Ⅲb    □　Ⅳ     □　M

２．家族構成／連絡先について

TEL

TEL： TEL

３．本人／家族の意向について

４．入院前の介護サービスの利用状況について

５．今後の在宅生活の展望について（ケアマネジャーとしての意見）

６．カンファレンス等について（ケアマネジャーからの希望）

*＝診療報酬　退院支援加算１．２「退院困難な患者の要因」に関連

医療機関　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　居宅介護支援事業所

「退院前訪問指導」を実施する場合の同行 　□ 希望あり

同封の書類をご確認ください。

□居宅サービス計画書1.2.3表　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

本人の生活歴

入院前の本人の

生活に対する意向  □ 同封の居宅サービス計画（１）参照

入院前の家族の

生活に対する意向  □ 同封の居宅サービス計画（１）参照

「退院前カンファレンス」への参加

退院後の世帯状況
□ 独居　　　□ 高齢世帯　　　□子と同居（家族構成員数　　　　　　　　　　　　　　　　　名　）　＊□ 日中独居

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

特記事項

　□ 希望あり　　 ・具体的な要望（　　              　　　　　　　　　　　　　　　）　　　

家族や同居者等によ

る虐待の疑い*

医療機関名：

ご担当者名：

事業所名：

ケアマネジャー氏名：

ＴＥＬ：　　　　　　　　　　　　FAX：

在宅生活に

必要な要件

退院後の主介護者 □本シート２に同じ　　□左記以外（氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　　続柄　　　　　　・ 年齢　　　　　）

「院内の多職種カンファレンス」への参加 　□ 希望あり

入院前の介護

サービスの利用状況

□なし

□あり（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

介護力*  □介護力が見込める（　□十分　　・　　□一部　）　　 □介護力は見込めない　　□家族や支援者はいない

世帯に対する配慮
□不要

□必要（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　）

世帯構成

キーパーソン

主介護者氏名

　□独居　　　□高齢者世帯　　□子と同居 　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＊□日中独居

本人の趣味・興味・

関心領域等

生年月日

 特記事項（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 住居の種類（ 戸建て・　集合住宅）．  　　　階建て．        居室　　　階．    　エレベーター（有　・無）

入院時の要介護度
　□ 要支援（　　　　）　　□要介護（　　　　）　　有効期間：　　　年　　　月　　　日　　～　　年　　　月　　　日

　□ 申請中(申請日　　　／　　 ）　　　□区分変更（申請日　　　　／　　）　　□ 未申請

住環境
　※可能ならば、「写真」な

どを添付

□ケアマネジャーの判断

利用者(患者)／家族の同意に基づき、利用者情報(身体・生活機能など)の情報を送付します。是非ご活用下さい。

住所 電話番号

患者氏名

（ﾌﾘｶﾞﾅ） 年齢 　　才 性別

　明・大・昭

〒

男　    女

□医師の判断

情報提供日

障害高齢者の

日常生活自立度

連絡先

（続柄　　　・　　才）

（続柄　　　・　　才）

認知症高齢者の

日常生活自立度

介護保険の

自己負担割合
　□　　　　割      □ 不明 障害など認定 　□ なし　□ あり（　身体 ・ 精神 ・ 知的　）

（同居・　別居）

年金などの種類 　□ 国民年金　　□ 厚生年金　　□ 障害年金　　　□ 生活保護　　□ その他(　　 　　　　　　　        　　　)

 

居宅介護支援費の入院時情報連携加算及び退院・退所加算に係る様式例の提示について 

（平成 21 年３月 13 日老振発第 0313001 号厚生労働省老健局振興課長通知） 
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７．身体・生活機能の状況／療養生活上の課題について 　　　　

　□ なし　　□ あり（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　□ 杖 　□ 歩行器 　□ 車いす　 □ その他

　□ 杖 　□ 歩行器 　□ 車いす　 □ その他

全介助

　(　)　回／日　（　朝　   時頃　 ・昼　    時頃　 ・夜　    時頃　）

　□ 普通 　□きざみ　□ 嚥下障害食　□ ミキサー

　□ 経口　　□ 経管栄養　 　□ なし　□ あり 水分制限 □ あり（　　　　  　）□ なし　□不明

　□ なし　□ あり

８．お薬について　　　※必要に応じて、「お薬手帳（コピー）」を添付

　□ なし　□ あり

９．かかりつけ医について

*＝診療報酬　退院支援加算１．２「退院困難な患者の要因」に関連

疾患歴*

□なし

　□悪性腫瘍　　□認知症　　□急性呼吸器感染症　　□脳血管障害　　□骨折

　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

入

院

歴

*

最近半年間での入

院

□なし　　　□あり （理由：　　　　　　　　　　　　期間：　H　　　　年　　　月　　　日　～　H　　　年　　　月　　　日）

□不明

入院頻度 　□ 頻度は高い／繰り返している　　　□ 頻度は低いが、これまでにもある　　　□ 今回が初めて

意思疎通 問題なし やや難あり 困難

精神面における

療養上の問題

□なし

　□幻視・幻聴　　□興奮　　□焦燥・不穏　　□妄想　　□暴力/攻撃性　　□介護への抵抗　　□不眠

　□昼夜逆転　　□徘徊　　□危険行為　　□不潔行為　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

コミュニケーションに関する特記事項：

無 有 　　　　　本くらい／日 無  有　             合くらい/日あたり

全介助自立 見守り 一部介助

UDF等の食形態区分

服薬状況 　□ 処方通り服用　　　　　　□ 時々飲み忘れ　　　　　□飲み忘れが多い、処方が守られていない　　　　　□服薬拒否

お薬に関する、特記事項

入院前に実施している

医療処置*

□なし

　□点滴   □酸素療法   □喀痰吸引   □気管切開   □胃ろう   □経鼻栄養   □経腸栄養   □褥瘡

　□尿道カテーテル　　□尿路ストーマ　　□消化管ストーマ　　□痛みコントロール　　□排便コントロール

　□自己注射（　　　　　　　　　　　　　　）　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

内服薬 　□ なし　　　□ あり（　                    　） 居宅療養管理指導

薬剤管理 　□ 自己管理　　　□ 他者による管理　（・管理者：　　　　　　　　　　　・管理方法：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（職種： 　　　　　　　　　　  ）

かかりつけ医機関名

医師名
（ﾌﾘｶﾞﾅ） 診察方法

・頻度

　□通院 　　 □ 訪問診療

　　・頻度＝（　　　　　　　）回　／　月

電話番号

睡眠の状態 良 不良（　　　　　　　　　　） 眠剤の使用

喫煙 飲酒

コミュニケー

ション能力

視力 問題なし やや難あり 困難 眼鏡 　□ なし　□ あり（　　　　  　　　　　　　）

聴力 問題なし やや難あり 困難 補聴器 　□ なし　□ あり

言語 問題なし やや難あり 困難

排泄

*

排尿 自立 見守り 一部介助 全介助 ポータブルトイレ 　□ なし　　□ 夜間　　　□常時

排便 自立 見守り 一部介助 全介助 オムツ／パッド 　□ なし　　□ 夜間　　　□常時

食事

内容

食事回数

食事形態

食事制限

不良 著しく不良 口臭 　□ なし　　□ あり

摂取方法

□ あり（　　　　  　）□ なし　□不明

水分とろみ

口腔
嚥下機能 むせない 時々むせる 常にむせる 義歯 　□ なし　　□ あり(　部分　・　総　）

口腔清潔 良

麻痺の状況 なし 軽度 中度 重度 褥瘡の有無

移動(屋外）移　　乗 自立 見守り 一部介助 全介助

A

D

L

移　　動

食　　事 自立 見守り 一部介助 全介助

全介助

入　　浴

自立 見守り 一部介助 全介助

整　　容 自立 見守り 一部介助

自立 見守り 一部介助更　　衣 自立 見守り 一部介助 全介助 起居動作

移動(室内)
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③ 退院・退所加算の見直し（医療と介護の連携の強化） 

○  退院・退所後の在宅生活への移行に向けた医療機関や介護保険施設等との連携

を促進する観点から、以下のとおり見直されました。 

・  退院・退所時におけるケアプランの初回作成の手間を明確に評価する。 

・  医療機関等との連携回数に応じた評価とする。 

・  医療機関等におけるカンファレンスに参加した場合を上乗せで評価する。 

 

○  また、退院・退所時にケアマネージャーが医療機関等から情報収集する際の聞

き取り事項を整理した様式例について、退院・退所後に必要な事柄を充実させる

等、必要な見直しが行われました。 

 

○ 概要整理表 

区分 単位 情報収集回数 
情報収集回数のうち 

カンファレンスの回数 

退院・退所加算（Ⅰ）イ ４５０単位 １回 ０回 

退院・退所加算（Ⅰ）ロ ６００単位 １回 １回 

退院・退所加算（Ⅱ）イ ６００単位 ２回以上 ０回 

退院・退所加算（Ⅱ）ロ ７５０単位 ２回 １回以上 

退院・退所加算（Ⅲ） ９００単位 ３回以上 １回以上 

 

○ 算定基準の内容 

病院若しくは診療所に入院していた者又は地域密着型介護老人福祉施設若し

くは介護保険施設に入所していた者が退院又は退所（施設で在宅・入所相互利用

加算を算定する場合を除く。）し、その居宅において居宅サービス又は地域密着

型サービスを利用する場合において、当該利用者の退院又は退所に当たって、当

該病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員と面談を

行い、当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画を

作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合

（同一の利用者について、当該居宅サービス及び地域密着型サービスの利用開始

月に調整を行う場合に限る。）には、別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区

分に従い、入院又は入所期間中につき１回を限度として所定単位数を加算する。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定する場合においては、次に掲げるその

他の加算は算定しない。また、初期加算を算定する場合は、当該加算は算定しな

い。 

イ 退院・退所加算（Ⅰ）イ                ４５０単位 

ロ 退院・退所加算（Ⅰ）ロ                ６００単位 

ハ 退院・退所加算（Ⅱ）イ                ６００単位 

二 退院・退所加算（Ⅱ）ロ                ７５０単位 

ホ 退院・退所加算（Ⅲ）                 ９００単位 
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○ 「定める基準第８５号の２」の内容 

イ 退院・退所加算（Ⅰ）イ 

  病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利

用者に係る必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により１回受けて

いること。 

ロ 退院・退所加算（Ⅰ）ロ 

  病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利

用者に係る必要な情報の提供をカンファレンスにより１回受けていること。 

ハ 退院・退所加算（Ⅱ）イ 

病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利

用者に係る必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により２回以上受

けていること。 

二 退院・退所加算（Ⅱ）ロ 

病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利

用者に係る必要な情報の提供を２回受けており、うち１回以上はカンファレン

スによること。 

ホ 退院・退所加算（Ⅲ） 

病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利

用者に係る必要な情報の提供を３回以上受けており、うち１回以上はカンファ

レンスによること。 

 

○ 解釈通知の内容 

退院・退所加算について 

（１）総論 

   病院若しくは診療所への入院又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは

介護保険施設（以下「病院等」という。）への入所をしていた者が退院又は

退所（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護又は介護福祉施設サービ

スの在宅・入所相互利用加算を算定する場合を除く。）し、その居宅におい

て居宅サービスの又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該利

用者の退院又は退所に当たって、当該病院等の職員と面談を行い、利用者に

関する必要な情報を得た上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又

は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合には、当該利用者の

居宅サービス又は地域密着型サービスの利用開始月に所定単位数を加算す

る。ただし、初回加算を算定する場合は、算定しない。なお、利用者に関す

る必要な情報については、別途定めることとする。 

（２）算定区分について 

   退院・退所加算については、以下の①から③の算定区分により、入院又は

入所期間中１回（医師等からの要請により退院に向けた調整を行うための面

談に参加し、必要な情報を得た上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サー

ビス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合を含む）のみ

算定することができる。 

① 退院・退所加算（Ⅰ）イ・ロ 

  退院・退所加算（Ⅰ）イ及びロについては、病院等の職員から情報収集を

１回行っている場合に算定可能であり、うち（Ⅰ）ロについてはその方法が

カンファレンスである場合に限る。 
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② 退院・退所加算（Ⅱ）イ・ロ 

・ 退院・退所加算（Ⅱ）イについては、病院等の職員からの情報収集を２

回以上行っている場合に算定が可能。 

・ 退院・退所加算（Ⅱ）ロについては、病院等の職員からの情報収集を２

回行っている場合であって、うち１回以上がカンファレンスによる場合に

算定が可能。 

③ 退院・退所加算（Ⅲ） 

  退院・退所加算（Ⅲ）については、病院等の職員からの情報収集を３回以

上行っている場合であって、うち１回以上がカンファレンスによる場合に算

定が可能。 

（３）その他の留意事項 

 ① （２）に規定するカンファレンスは以下のとおりとする。 

  イ 病院又は診療所 

    診療報酬の算定方法（平成２０年厚生労働省告示第５９号）別表第１医

科診療報酬点数表の退院時共同指導料２の注３の要件を満たすもの。 

  ロ 地域密着型介護老人福祉施設 

    指定地域密着型サービスの人員、設備及び運営に関する基準（平成１８

年３月１４日厚生労働省令第３４号。以下このロにおいて「基準」という。）

第１３４条第６項及び第７項に基づき、入所者への援助及び居宅介護支援

事業者への情報提供等を行うにあたり実施された場合の会議。ただし、基

準第１３１条第１項に掲げる地域密着型介護老人福祉施設に置くべき従

業者及び入所者又はその家族が参加するものに限る。 

  ハ 介護老人福祉施設 

    指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年

３月３１日厚生省令第３９号。以下このハにおいて「基準」という。）第

７条第６項及び第７項に基づき、入所者への援助及び居宅介護支援事業者

に対する情報提供等を行うにあたり実施された場合の会議。ただし、基準

第２条に掲げる介護老人福祉施設に置くべき従業者及び入所者又はその

家族が参加するものに限る。 

  二 介護老人保健施設 

    介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成

１１年３月３１日厚生省令第４０号。以下この二において「基準」という。）

第８条第６項に基づき、入所者への指導及び居宅介護支援事業者に対する

情報提供等を行うにあたり実施された場合の会議。ただし、基準第２条に

掲げる介護老人保健施設に置くべき従業者及び入所者又はその家族が参

加するものに限る。 

  ホ 介護医療院 

    介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成３０年

１月１８日厚生労働省令第５号、以下このホにおいて「基準」という。）

第１２条第６項に基づき、入所者への指導及び居宅介護支援事業者に対す

る情報提供等を行うにあたり実施された場合の会議。ただし、基準第４条

に掲げる介護医療院に置くべき従業者及び入所者又はその家族が参加す

るものに限る。 

  へ 介護療養型医療施設（平成３５年度末までに限る。） 

    健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）附則第

１３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた指
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定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚

生省令第４１号。以下このヘにおいて「基準」という。）第９条第５項に

基づき、患者に対する指導及び居宅介護支援事業者に対する情報提供等を

行うにあたり実施された場合の会議。ただし、基準第２条に掲げる介護医

療型医療施設に置くべき従業者及び患者又はその家族が参加するものに

限る。 

 ② 同一日に必要な情報の提供を複数回受けた場合又はカンファレンスに参

加した場合でも、１回として算定する。 

 ③ 原則として、退院・退所前に利用者に関する必要な情報を得ることが望ま

しいが、退院後７日以内に情報を得た場合には算定することとする。 

 ④ カンファレンスに参加した場合は、（１）において別途定める様式ではな

く、カンファレンスの日時、開催場所、出席者、内容の要点等について居宅

サービス計画等に記録し、利用者又は家族に提供した文書の写しを添付する

こと。 
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１．基本情報・現在の状態　等 記入日：　　　　　　　年　　　　月　　　　日

フリガナ 性別 年齢

氏名 　男　・ 女 　歳

入院原因疾患

(入所目的等）

入院・入所先

今後の医学管理 医療機関名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 方法

移動手段

排泄方法

入浴方法

食事形態

嚥下機能（むせ）

口腔清潔 　□良　　□不良　　□著しく不良

口腔ケア

睡　　眠 眠剤使用　　□なし　□あり

認知・精神

２．課題認識のための情報

医療処置の内容

回目 聞き取り日 会議出席

1 　　　年　　月　　日 無・有

2 　　　年　　月　　日 無・有

3 　　　年　　月　　日 無・有

※ 課題分析にあたっては、必要に応じて課題整理総括表の活用も考えられる。

　□通院　　□訪問診療

③

退

院

後

に

必

要

な

事

柄

➁

受

け

止

め

/

意

向

　□点滴　　□酸素療法　　□喀痰吸引　　□気管切開　□胃ろう　　□経鼻栄養　　□経腸栄養　　

　□褥瘡　　□尿道カテーテル　□尿路ストーマ　□消化管ストーマ　　　□痛みコントロール

　□排便コントロール　　□自己注射（　　　　　）　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

例）医療機関からの見立て・意見（今後の見通し、急変の可能性や今後、どんなことが起こりうるか（合併症）、良くなっていく又はゆっくり落ちていく方向なのか　等）

について、➀疾患と入院中の状況、➁本人・家族の受け止めや意向、③退院後に必要な事柄、④その他の観点から必要と思われる事項について記載する。

症状・病状の

予後・予測

＜家族＞退院後の生活

に関する意向

本人への病名告知　：□あり 　　□なし

＜本人＞退院後の生活

に関する意向

＜本人＞病気、障害、

後遺症等の受け止め方

退院・退所情報記録書

　□認知機能低下　□せん妄　□徘徊　□焦燥・不穏　□攻撃性　□その他（　　　　　　　　　　）

入院(所)中の使用：　□なし　□　あり　

　□自立　□一部介助　　□全介助　　

  □なし　　□あり（時々 ・ 常に　）
義歯

 □ なし　　□ あり(　部分　・　総　）

　□良好　　　□不良（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

①

疾

患

と

入

院

(

所

)

中

の

状

況

属

性

退院(所)時の要介護度  (□　要区分変更）

　　様 □要支援（　　）・ 要介護(　　)　　□申請中 　　□なし

　□自立　□シャワー浴　 □一般浴　　□機械浴　　　□行わず

　□疼痛管理（痛みコントロール）　□更生装具・福祉用具等管理　□運動耐容能練習

　□地域活動支援　 □社会参加支援　　□就労支援　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

＜家族＞病気、障害、後

遺症等の受け止め方

　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□なし　　

看護の視点

□なし　

　□血圧　　□水分制限　　□食事制限　　□食形態　　□嚥下　　□ 口腔ケア　　□清潔ケア　

　□血糖コントロール　　□排泄　　□皮膚状態　　□睡眠   □認知機能・精神面   □服薬指導

　□療養上の指導（食事・水分・睡眠・清潔ケア・排泄 などにおける指導）　□ターミナル

リハビリの視点

□なし　

　□本人指導　□家族指導　□関節可動域練習（ｽﾄﾚｯﾁ含む）　□筋力増強練習　□バランス練習　

　□トイレ　□ポータブル　□おむつ　　カテーテル・パウチ（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

入

院

（

所

）

概

要

・入院(所)日：H　　年　　月　　日　　　・退院(所)予定日：H　　年　　月　日

施設名　　　　　　                            　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　棟　　　　　　　　　　　室

現在治療中の疾患 ➀　　　　　　　　　　➁　　　　　　　　　　③ 疾患の状況 安定（　　　　　　　）　不安定（　　　　　　　）

　□自立　□杖 　□歩行器 　□車いす　 □その他（　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　）

＊番号

記入

　□普通 　□経管栄養　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　 ） UDF等の食形態区分

退院に際しての日常生活の阻

害要因（心身状況･環境

等）

情報提供を受けた職種（氏名）

□なし　　□あり

　□麻痺・筋緊張改善練習　□起居／立位等基本動作練習　□摂食・嚥下訓練　□言語訓練

在宅復帰のために整えなけれ

ばならない要件

禁忌事項
（禁忌の有無） （禁忌の内容／留意点）

□なし　　□あり

　□ADL練習（歩行／入浴／トイレ動作／移乗等）　□IADL練習（買い物、調理等）

 
 

居宅介護支援費の入院時情報連携加算及び退院・退所加算に係る様式例の提示について 

（平成 21 年３月 13 日老振発第 0313001 号厚生労働省老健局振興課長通知） 
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④ 特定事業所加算の見直し（医療と介護の連携の強化・ケアの質的向上） 

○  特定事業所加算について、医療機関等と総合的に連携する事業所を更に評価す

ることとされた。（特定事業所加算(Ⅳ)の創設（平成 31 年度～）） 

○  他法人が運営する居宅介護支援事業所への支援を行うなど、地域のケアマネジ

メント機能を向上させる取組を評価することとされた。 

○  概要整理表 

区分 旧  区分 新 

特定事業所加算（Ⅰ） ５００単位／月 特定事業所加算（Ⅰ） ５００単位／月 

特定事業所加算（Ⅱ） ４００単位／月 特定事業所加算（Ⅱ） ４００単位／月 

特定事業所加算（Ⅲ） ３００単位／月 特定事業所加算（Ⅲ） ３００単位／月 

(新設) 特定事業所加算（Ⅳ） １２５単位／月 

 

○ 算定基準の内容 

 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長（特別区の

区長を含む。以下同じ。）に届け出た指定居宅介護支援事業所は、当該基準に掲

げる区分に従い、１月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、特定事

業所加算（Ⅰ）から特定事業所加算（Ⅲ）までのいずれかの加算を算定している

場合においては、特定事業所加算（Ⅰ）から特定事業所加算（Ⅲ）までのその他

の加算は算定しない。 

イ 特定事業所加算（Ⅰ）                ５００単位 

ロ 特定事業所加算（Ⅱ）                ４００単位 

ハ 特定事業所加算（Ⅲ）                ３００単位 

二 特定事業所加算（Ⅳ）                １２５単位 

 

○ 定める基準の内容 

イ 特定事業所加算（Ⅰ） 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1) 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を２名

以上配置していること。 

(2) 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を３名以上

配置していること。 

(3) 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る情報

伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。 

(4) ２４時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応す

る体制を確保していること。 

(5) 算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護３、要

介護４又は要介護５である者の占める割合が１００分の４０以上であるこ

と。 

(6) 当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研

修を実施していること。 

(7) 地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合において

も当該支援が困難な事例に係る者に指定居宅介護支援を提供していること。 

(8) 地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること。 

(9) 居宅介護支援費に係る運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受

けていないこと。 

(10) 指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援の提供を受ける利用
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者数が当該居宅介護支援事業所の介護支援専門員１人当たり４０名未満で

あること。 

(11) 法第６９条の２第１項に規定する介護支援専門員実務研修における科目

「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保

していること。（平成２８年度の介護支援専門員実務研修受講試験の合格発

表の日から適用） 

(12) 他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修

会等を実施していること。 

ロ 特定事業所加算（Ⅱ） 

  次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

○  イ(2)、(3)、(4)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11)、(12)の基準 

○  専ら指定居宅介護支援に当たる常勤の主任介護支援専門員を配置して

いること。 

ハ 特定事業所加算（Ⅲ） 

  次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

○  イ(3)、(4)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11)、(12)の基準 

○  専ら指定居宅介護支援に当たる常勤の主任介護支援専門員を配置して

いること。 

○  専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を２名以

上配置していること。 

ニ 特定事業所加算（Ⅳ） 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

○  前々年度の３月から前年度の２月までの間において退院・退所加算

（Ⅰ）イ、（Ⅰ）ロ、（Ⅱ）イ、（Ⅱ）ロ又は（Ⅲ）の算定に係る病院、診

療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設との連携の回数（第

８５号の２イからホまでに規定する情報の提供を受けた回数をいう。）の

合計回数が３５回以上であること。 

○  前々年度の３月から前年度の２月までの間においてターミナルケアマ

ネジメント加算を５回以上算定していること。 

○  特定事業所加算（Ⅰ）、（Ⅱ）又は（Ⅲ）を算定していること。 

 

○ 解釈通知の内容 

特定事業所加算について 

（１）趣旨 

   特定事業所加算制度は、中重度者や支援困難ケースへの対応や、専門性の

高い人材の確保、医療・介護連携への積極的な取組等を総合的に実施するこ

とにより質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価し、地域に

おける居宅介護支援事業所のケアマネジメントの質の向上に資することを

目的とするものである。 

（２）基本的取扱方針 

   特定事業所加算（Ⅰ）、（Ⅱ）又は（Ⅲ）の対象となる事業所については、 

・  公正中立性を確保し、サービス提供主体からも実質的に独立した事業

所であること。 

・  常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員が配置され、

どのような支援困難ケースでも適切に処理できる体制が整備されてい

る、いわばモデル的な居宅介護支援事業所であること 
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が必要となるものであり、これらに加えて、特定事業所加算（Ⅳ）の対象

となる事業所においては、日頃から医療機関等との連携に関する取組をよ

り積極的に行う事業所であることが必要となる。 

本制度については、こうした基本的な取扱方針を十分に踏まえ、（１）に

掲げる趣旨に合致した適切な運用を図られるよう留意されたい。 

（３）厚生労働大臣の定める基準の具体的運用方針 

   大臣基準告示第８４号に規定する各要件の取扱については、次に定めると

ころによること。 

 ① (1)関係 

   常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、当該指定居宅介護支援事

業所の業務に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務

しても差し支えないものとする。 

 ② (2)関係 

   常勤かつ専従の介護支援専門員３名とは別に、主任介護支援専門員２名を

置く必要があること。したがって、当該加算を算定する事業所においては、

少なくとも主任介護支援専門員２名及び介護支援専門員３名の合計５名を

常勤かつ専従で配置する必要があること。 

 ③ (3)関係 

   「利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達

等を目的とした会議」は、次の要件を満たすものでなければならないこと。 

   ア 議題については、少なくとも次のような議事を含めること。 

    (1) 現に抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針 

    (2) 過去に取り扱ったケースについての問題点及びその改善方策 

    (3) 地域における事業者や活用できる社会資源の状況 

    (4) 保健医療及び福祉に関する諸制度 

    (5) ケアマネジメントに関する技術 

    (6) 利用者からの苦情があった場合は、その内容及び処遇方針 

    (7) その他必要な事項 

   イ 議事については、記録を作成し、５年間保管しなければならないこと。 

   ウ 「定期的」とは、おおむね週１回以上であること。 

 ④ (4)関係 

   ２４時間連絡可能な体制とは、常時、担当者が携帯電話等により連絡を取

ることができ、必要に応じて相談に応じることが可能な体制を取る必要があ

ることをいうものであり、当該事業所の介護支援専門員が輪番制による対応

等も可能であること。 

 ⑤ (5)関係 

   要介護３、要介護４又は要介護５の者の割合が４０％以上であることにつ

いては、毎月その割合を記録しておくこと。なお、特定事業所加算を算定す

る事業所については、積極的に支援困難ケースに取り組むこととされており

ものであり、こうした割合を満たすのみではなく、それ以外のケースについ

ても、常に積極的に支援困難ケースを受入れるべきものであること。 

   また、(7)の要件のうち、「地域包括支援センターから支援が困難な事例を

紹介された場合」に該当するケースについては、例外的に(5)の４０％要件

の枠外として取り扱うことが可能であること（すなわち、当該ケースについ

ては、要介護３、要介護４又は要介護５の者の割合が計算の対象外として取

り扱うことが可能）。 
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 ⑥ (6)関係 

   「計画的に研修を実施していること」については、当該事業所における介

護支援専門員の資質向上のための研修体系と当該研修実施のための勤務体

制の確保を定めるとともに、介護支援専門員について個別具体的な研修の目

標、内容、研修期間、実施時期等について、毎年度少なくとも次年度が始ま

るまでに次年度の計画を定めなければならない。また、管理者は、研修目標

の達成状況について、適宜、確認し、必要に応じて改善措置を講じなければ

ならない。なお、年度の途中で加算取得の届出をする場合にあっては、当該

届出を行うまでに当該計画を策定すればよいこと。 

 ⑦ (7)関係 

   特定事業所加算算定事業所については、自ら積極的に支援困難ケースを受

入れるものでなければならず、また、そのため、常に地域包括支援センター

との連携を図らなければならないこと。 

 ⑧ (9)関係 

   特定事業所加算の趣旨を踏まえ、単に減算の適用になっていないのみなら

ず、特定事業所加算の趣旨を踏まえた、中立公正を確保し、実質的にサービ

ス提供事業者からの独立性を確保した事業所である必要があること。 

 ⑨ (10)関係 

   取り扱う利用者数については、原則として事業所単位で平均して介護支援

専門員１名当たり４０名未満であれば差し支えないこととするが、ただし、

不当に特定の者に偏るなど、適切なケアマネジメントに支障がでることがな

いよう配慮しなければならないこと。 

 ⑩ (11)関係 

   協力及び協力体制とは、現に研修における実習等の受入が行われているこ

とに限らず、受入が可能な体制が整っていることをいう。そのため、当該指

定居宅介護支援事業所は、研修の実施主体との間で実習等の受入を行うこと

に同意していることを書面等によって提示できるようにすること。 

 ⑪ (12)関係 

   特定事業所加算算定事業所は、質の高いケアマネジメントを実施する事業

所として、地域における居宅介護支援事業所のケアマネジメントの質の向上

を牽引する立場にあることから、同一法人内に留まらず、他の法人の運営す

る事業所の職員も参画した事例検討会等の取組を、自ら率先して実施してい

かなければならない。なお、事例検討会等の内容、実施時期、共同で実施す

る他事業所等について、毎年少なくとも次年度が始まるまでに次年度の計画

を定めなければならない。なお、年度の途中で加算取得の届出をする場合に

あっては、当該届出を行うまでに当該計画を策定すること。 

 ⑫ 特定事業所加算（Ⅱ） 

   常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、当該指定居宅介護支援事

業所の業務に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務

しても差し支えないものとする。 

   また、常勤かつ専従の介護支援専門員３名とは別に、主任介護支援専門員

を置く必要があること。したがって、当該加算を算定する事業所においては、

少なくとも主任介護支援専門員及び介護支援専門員３名の合計４名を常勤

かつ専従で配置する必要があること。 

 ⑬ 特定事業所加算（Ⅲ） 

   常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、当該指定居宅介護支援事
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業所の業務に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務

しても差し支えないものとする。 

   また、常勤かつ専従の介護支援専門員２名とは別に、主任介護支援専門員

を置く必要があること。したがって、当該加算を算定する事業所においては、

少なくとも主任介護支援専門員及び介護支援専門員２名の合計３名を常勤

かつ専従で配置する必要があること。 

 ⑭ 特定事業所加算（Ⅳ） 

   ア 退院・退所加算の算定実績について 

    退院・退所加算の算定実績に係る要件については、退院・退所加算の算

定回数ではなく、その算定に係る病院等との連携回数が、特定事業所加算

（Ⅳ）を算定する年度の前々年度の３月から前年度の２月までの間におい

て３５回以上の場合に要件を満たすこととなる。 

   イ ターミナルケアマネジメント加算の算定実績 

    ターミナルケアマネジメント加算の算定実績に係る要件については、特

定事業所加算（Ⅳ）を算定する年度の前々年度の３月から前年度の２月ま

での間において、算定回数が５回以上の場合に要件を満たすこととなる。 

   ウ 特定事業所加算（Ⅰ）～（Ⅲ）の算定実績について 

    特定事業所加算（Ⅳ）は、質の高いケアマネジメントを提供する体制の

ある事業所が医療連携に総合的に取り組んでいる場合に評価を行うもの

であるから、他の要件を満たす場合であっても、特定事業所加算（Ⅰ）、

（Ⅱ）又は（Ⅲ）のいずれかを算定していない月は特定事業所加算（Ⅳ）

の算定はできない。 

 ⑮ その他 

   特定事業所加算取得事業所については、介護保険法に基づく情報公表を行

うほか、積極的に特定事業所加算取得事業所である旨を表示するなど利用者

に対する情報提供を行うこと。また、利用者に対し、特定事業所加算取得事

業所である旨及びその内容が理解できるよう説明を行うこと。 

（４）手続き 

   加算を取得した特定事業所については、毎月末までに、基準の遵守状況に

関する所定の記録を作成し、５年間保管するとともに、市町村長から求めが

あった場合については、提出しなければならない。 
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○ 厚生労働省 Q&A 抜粋（介護保険最新情報 Vol.629） 

問１ 特定事業所加算（Ⅰ）、（Ⅱ）及び（Ⅲ）において、他の法人が運営する指

定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施することが要件

とされ、解釈通知において、毎年度少なくとも次年度が始まるまでに事例検

討会等に係る次年度の計画を定めることとされているが、平成３０年度はど

のように取り扱うのか。 

 

(答1) ・平成３０年度については、事例検討会等の概略や開催時期等を記載した

簡略的な計画を同年度の４月末日までに定めることとし、共同で実施する他

事業所等まで記載した最終的な計画を９月末日までに定めることとする。 

・なお、９月末日までに当該計画を策定していない場合には、１０月以降

は特定事業所加算を算定できない。 

 

問２ 特定事業所加算（Ⅰ）から（Ⅲ）において新たに要件とされた、他の法人

が運営する居宅介護支援事業者と共同での事例検討会、研修会等について

は、市町村や地域の介護支援専門員の職能団体等と共同して実施した場合も

評価の対象か。 

 

(答2) 貴見のとおりである。ただし、当該算定要件における「共同」とは、開催

者か否かを問わず２法人以上が事例検討等に参画することを指しており、市

町村等と共同して実施する場合であっても、他の法人の居宅介護支援事業者

が開催者又は参加者として事例検討会等に参画する必要がある。 

 

問３ 特定事業所加算（Ⅳ）については、前々年度の３月から前年度の２月まで

の間における退院・退所加算及びターミナルケアマネジメント加算の算定実

績等を算定要件とし、平成３１年度より算定可能とされたが、要件となる算

定実績について平成３１年度はどのように取り扱うのか。 

 

(答3) 平成３１年度に限っては、前々年度の３月において平成３０年度介護報酬

改定が反映されていないため、退院・退所加算及びターミナルケアマネジメ

ント加算それぞれについて、以下の取扱いとする。 

【退院・退所加算】 

 平成２９年度３月における退院・退所加算の算定回数と平成３０年度４月

から同年度２月までの退院・退所加算の算定に係る病院等との連携回数の合

計が３５回以上である場合に要件を満たすこととする。 

【ターミナルケアマネジメント加算】 

 平成３０年度の４月から同年度の２月までの算定回数が５回以上である

場合に要件を満たすこととする。 

 

 なお、退院・退所加算の算定実績に係る要件については、退院・退所加算

の算定回数ではなく、その算定に係る病院等との連携回数の合計により、例

えば、特定事業所加算（Ⅳ）を算定する年度の前々年度の３月から前年度の

２月までの間において、退院・退所加算（Ⅰ）イを１０回、退院・退所加算

（Ⅱ）ロを１０回、退院・退所加算（Ⅲ）を２回算定している場合は、それ

らの算定に係る病院等との連携回数は合計３６回であるため、要件を満たす

こととなる。 
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⑤ ターミナルケアマネジメント加算の創設（末期の悪性腫瘍利用者に対するケア） 

○  末期の悪性腫瘍の利用者又はその家族の同意を得た上で、主治の医師等の助言

を得つつ、ターミナル期に通常よりも頻回な訪問により利用者の状態変化やサー

ビス変更の必要性を把握するとともに、そこで把握した利用者の心身の状況等の

情報を記録し、主治の医師等や居宅サービス事業者へ提供した場合に評価される

こととされた。 

○ 概要 

旧  

（新設） 

新 

なし 
ターミナルケアマネジメント加算

４００単位／月 

 

○ 算定基準の内容 

ターミナルケアマネジメント加算               ４００単位 

在宅で死亡した利用者（末期の悪性腫瘍の患者に限る。）に対して、別に厚生

労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定居宅

介護支援事業者が、その死亡日及び死亡日前１４日以内に２日以上、当該利用者

又はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者の心身の状

況等を記録し、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業

者に提供した場合は、１月につき所定単位数を加算する。 

 

○ 定める基準の内容 

ターミナルケアマネジメントを受けることに同意した利用者について、２４時

間連絡できる体制を確保しており、かつ、必要に応じて指定居宅介護支援を行う

ことができる体制を整備していること。 

 

○ 解釈通知の内容 

ターミナルケアマネジメント加算について 

（１） ターミナルケアマネジメント加算については、在宅で死亡した利用者の

死亡月に加算することとするが、利用者の居宅を最後に訪問した日に属する

月と、利用者の死亡月が異なる場合には、死亡月に算定することとする。 

（２） ターミナルケアマネジメント加算は、１人の利用者に対し、１か所の指

定居宅介護支援事業所に限り算定できる。なお、算定要件を満たす事業所が

複数ある場合には、当該利用者が死亡日又はそれに最も近い日に利用した指

定居宅サービスを位置付けた居宅サービス計画を作成した事業所がターミ

ナルケアマネジメント加算を算定することとする。 

（３） ターミナルケアマネジメントを受けることについて、利用者が同意した

時点以降は、次に掲げる事項を支援経過として居宅サービス計画等に記録し

なければならない。 

   ① 終末期の利用者の心身又は家族の状況の変化や環境の変化及びこれ

らに対して居宅介護支援事業者が行った支援についての記録 

   ② 利用者への支援にあたり、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付

けた指定居宅サービス事業者等が行った連絡調整に関する記録 

（４） ターミナルケアマネジメントを受けている利用者が、死亡診断を目的と

して医療機関へ搬送され、２４時間以内に死亡が確認される場合等につい

ては、ターミナルケアマネジメント加算を算定することができる。 
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⑥ 運営基準減算の見直し（減算規定の追加） 

○  利用者の意思に基づいた契約であることを確保するため、利用者やその家族に

対して、利用者はケアプランに位置付ける居宅サービス事業所等について、複数

の事業所の紹介を求めることが可能であることや当該事業所をケアプランに位

置付けた理由を求めることが可能であることを説明することを義務づけ、これら

に違反した場合は介護報酬を減算することとされた。 

 

○ 算定基準の内容 

別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合には、運営基準減算として、所

定単位数の１００分の５０に相当する単位数を算定する。また、運営基準減算が

２月以上継続している場合は、所定単位数は算定しない。 

 

○ 定める基準の内容 

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第４条第２項並びに

第１３条第７号、第９号から第１１号まで、第１４号及び第１５号（これらの規

定を同条第１６号において準用する場合を含む。）に定める規定に適合していな

いこと。 

 

○ 解釈通知の内容 

居宅介護支援の業務が適切に行われない場合 

「別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合」については、大臣基準告示

第８２号に規定することとしたところであるが、より具体的には次のいずれかに

該当する場合に減算される。 

これは適正なサービスの提供を確保するためのものであり、運営基準に係る規

定を遵守するよう努めるものとする。市町村長（特別区の区長を含む。以下この

第３において同じ。）は、当該規定を遵守しない事業所に対しては、遵守するよ

う指導すること。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、

指定の取り消しを検討するものとする。 

（１） 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者に対して、 

・利用者は複数の居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができ

ること 

・利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選

定理由の説明を求めることができること 

について文書を交付して説明を行っていない場合には、契約月から当該状

態解消されるに至った月の前月まで減算する。 

（２） 居宅サービス計画の新規作成及びその変更に当たっては、次の場合に減

算されるものであること。 

   ① 当該事業所の介護支援専門員が、利用者の居宅を訪問し、利用者及び

家族に面接していない場合には、当該居宅サービス計画に係る月（以下「当

該月」という。）から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算す

る。 

   ② 当該事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議の開催等を行っ

ていない場合（やむを得ない事情がある場合を除く。以下同じ。）には、

当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。 

   ③ 当該事業所の介護支援専門員が、居宅サービス計画の原案の内容につ

いて利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得た
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上で、居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付していない場合には、

当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。 

（３） 次に掲げる場合においては、当該事業所の介護支援専門員が、サービス

担当者会議等を行っていないときには、当該月から当該状態が解消される

に至った月の前月まで減算する。 

   ① 居宅サービス計画を新規に作成した場合 

   ② 要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合 

   ③ 要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を受け

た場合 

（４） 居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握（以下

「モニタリング」という。）に当たっては、次の場合に減算されるもので

あること。 

   ① 当該事業所の介護支援専門員が１月に利用者の居宅を訪問し、利用者

に面接していない場合には、特段の事情のない限り、その月から当該状

態が解消されるに至った月の前月まで減算する。 

   ② 当該事業所の介護支援専門員がモニタリングの結果を記録していない

状態が１月以上継続する場合には、特段の事情がない限り、その月から

当該状態が解消されるに至った月まで減算する。 

 

○ 厚生労働省 Q&A 抜粋（介護保険最新情報 Vol.629） 

問１ 今回の改正により、利用者の意思に基づいた契約であることを確保するた

め、利用者やその家族に対して、利用者はケアプランに位置付ける居宅サー

ビス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能であること等

を説明することを義務づけ、それに違反した場合は報酬が減額されるが、平

成３０年４月以前に指定居宅介護支援事業者と契約を結んでいる利用者に

対しては、どのように取り扱うのか。 

 

(答1) 平成３０年４月以前に契約を結んでいる利用者については、次のケアプラ

ンの見直し時に説明を行うことが望ましい。 

 

（補足） 

平成３０年４月より前に契約を結んでいる利用者に対する説明方法として、既

に交付済みの重要事項説明書の覚書や同意書等を用いて、次の内容について十分

に理解が得られるよう、説明を行い、利用者又はその家族から、説明を理解した

ことについて必ず署名を得なければならないことに注意すること。 

なお、新規の利用申込者又はその家族に対しては、重要事項説明書の取り交わ

しによる方法が原則であることに留意すること。 

・利用者は複数の居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること。 

・利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由

の説明を求めることができること。 
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８ 指定居宅介護支援事業者の指導監督について 

 

 

○  介護サービスの質の確保及び介護給付費の適正化を図ることを目的に、指定居宅

介護支援事業者若しくは当該指定に係る指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員

等に対して、関係法令に定める規定や介護報酬の請求等に関する事項について、徹

底させることを指導監督の基本方針としています。 

 

○  実地指導 

 少なくとも指定の有効期間である６年間に１回実施します。ただし、必要に応じ

て随時、実地指導を行う場合もありますので、予めご了承ください。 

 指導対象事業所に対しては、おおむね１月前に文書により通知します。 

 なお、場合によっては、実地指導から監査に切り替わることがあります 

 

○  集団指導 

 必要に応じて開催します。 

 集団指導に欠席した事業所に対して実地指導を行う場合があります。 

 

○  留意事項 

(介護報酬基準に基づく指導の考え方) 

 各種加算等については、介護報酬基準に基づいた適切な実施体制の確保、一連の

ケアマネジメントプロセスに基づいたサービス提供体制、多職種との協働によるサ

ービス提供の実施など、届け出た加算等についての基本的な考え方や基準に定めら

れた算定要件に基づいた運営及び請求が適切に実施されているかをヒアリングによ

り確認し、不適正な請求の防止とよりよいケアへの質の向上を図ることとします。 

 

(介護報酬基準に適合しない場合の原則) 

介護報酬基準に適合しない取扱い等が認められた場合には、加算等の基本的な考

え方や介護報酬基準に定められた要件の説明等を行い、適切なサービスの実施とな

るよう是正していただくとともに、過去の請求について自己点検を行っていただき、

不適切な請求となっている部分については、過誤調整として整理していただくこと

について徹底することとします。 
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９ 各種通知等の電子メール配信 

 

本市が指定権限を有する所管事業所に対して、即時の情報伝達、事務の効率化を図るため、

介護保険に関する通知等の情報をメールにより配信しております。 

 

○ 配信内容 

（１） 介護保険に関する通知等 

（２） その他必要と認めた事項 

 

○ 注意事項 

（１） メールアドレスの所有者は問いませんが、メールによる情報提供内容は重要な情報 

を含んでいますので、事業所として責任を持って対応できるメールアドレスの登録が

必要です。 

（２） 情報提供内容には、Word・Excel・PDF 等のファイルを添付することが多いため、 

これらを確認できるパソコン等の端末でメールを確認いただく必要があります。 

（３） ご登録いただいたメールアドレスは、長寿介護課内（地域包括支援センターを含む。） 

の担当者間で、共有する場合がありますので、予めご了承ください。 

（４） ご登録いただいたメールアドレスに変更が生じた場合にはメールを送信できません 

ので速やかに、次のようにメールにて変更手続きを行ってください。 

 

項目 内容 

送信先 chouju@city.omura.nagasaki.jp 

メール件名 メールアドレスの変更について 

メール本文 

１ 介護保険事業所番号 

２ 事業所名称 

３ サービス名称 

４ 担当者名 

５ 電話番号 

６ 変更後のメールアドレス 

※同一事業所番号で、複数のサービスを実施している場合であって、サービスごとに

メールアドレスを登録したい場合は、それぞれメールを送信してください。 

※特定のサービス事業所にのみメール配信する場合もありますので必ずサービス名称

をご入力ください。 

 


